
命洋分野を中心とした総台評価衿

に関する調肯研究支援事業 飩策情卸

レホ ー ト
8
 

6
 

〇.

THE GREEN BOOK 

Appraisal and Evaluation in Central Government 

事前評価と期中。事後評価

HM Treasury 

英国財務省

平成15年12月

（財）農林水産奨励会

農林水産政策情報センタ ー



翻訳に当って

この印刷物は，英国財務省が作成した"THE GREEN BOOK; Appraisal and 

Evaluation in Central Government" (2003年版）を，当センターが特に英国財務省の許可

を得て翻訳したものである。仲介の労をとっていただいた同省パブリックサービス局の上

級政策アナリストである JeremySkinner氏に感謝したい。

グリーンブックは長い歴史を持つが，最近では 1991年，97年に改訂が行われ，この 2003

年版は最新版である。内容は， Appraisal(事前評価と訳している）及び Evaluation(期

中・事後評価と訳している）における経済的な評価手法のガイダンスを述べたもので，特

に，事前評価に関するものは政府関係の文書としては数少なく，貴重なものであろう。そ

の意味で，わが国においても参考となるものと思われ，活用されることを期待したい。

農林水産政策情報センター

Preface 

This publication is the translation in Japanese of the Green Book, Appraisal and 

Evaluation in Central Government (the 2003 edition) issued by HM  Treasury of UK. I 

would like to acknowledge Mr. Jeremy Skinner Public, Sinior Policy Analyst at the 

Services Diretorate of HM  Treasury for assisting us in getting permission for the 

translation. 

The Green Book has been amended for several times in its long history, including ones 

in 1991, 1997 and 2003. The latest edition of the Green Book 2003 incorporates 

revised guidance to encourage economic evaluation approach to appraisal and 

evaluation. Since there are only few government documents that discuss evaluations 

in other countries including Japan, the guidance would be valuable and useful for 

everyone concerned. 
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第 1章序論と背景



第 1章：序論と背景

序論

1.1 歳人，資本，規制などに関する新しい政策，プログラムI, プロジェクトはすべて，

公共の利益を最大限に拡大するため，できる限り包括的かつ相当な評価(assessment)を

行う必要がある。本書では，評価2を実施する上で考慮すべき問題や方法を提示する。

本書の目的は，以下の質問に対する答えがない場合，いかなる政策，プログラムまたはプ

ロジェクトも承認しないようにすることである。

□ この目標を達成するのにもっと良い方法はないか？

D この資源のもっと良い使い道はないか？

1.2 本書は，政策を効率的に策定し，政府内での資源分配を促進する目的で作成されたも

のである。この目的は，意思決定の際に情報提供を行う，あるいは政府優先事項や国民

の期待を踏まえて省庁の政策，プログラムまたはプロジェクトを調整することにより，

達成できるものと考える。本書は，提案によってもたらされる広義の社会的費用および

便益を考慮すること，そして公的資源の適切な利用の必要性を特に強調するものである。

1.3 1.2の達成方法

□ 同様の結果が得られると思われる他のアプローチを特定する。

口 政策，プロジェクトまたはプログラム案のあらゆる影響を，できる限り金銭的価値に

換算する。

□ 関連する選択肢について費用および便益による評価を実施する。

本書では，政策，プロジェクトまたはプログラムについて，その経済，財政，社会，環境

的評価の組み合わせ方が記載されている。

1.4 本書は，政府の全ての省および執行機関を対象に，ベスト・プラクティスを記したガ

イドブックで，あらゆる種類および規模のプロジェクトを網羅している。政府機関にお

ける事前評価プロセスの一貰性と透明性を高めることを目的とするものである。

1プログラムとは，関連するプロジェクトの集合を指す。

2本書では，決定がなされる前に行う事前評価 (appraisal),および決定がなされた後の期

中・事後評価 (evaluation)の両方を指すものとして，評価 (assessment)を総称的に用

いる，
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1.5 さらに詳しい分析が必要な場合は，本文中にも断りがあるように付録の専門的助言

を参照されたい。この付録では，技術・経済分野の専門家のニーズに応えるべく，事前

評価と期中・事後評価 (evaluation)について一歩踏み込んだ問題を取り上げている。

付録の内容を以下に示す。

□ さらに進んだ事前評価の実施ガイド

□ 本書で扱うアプローチの分析的根拠

1.6 各省庁は，それぞれのマニュアルやガイドラインが本書に記載される原則と合致する

ようにし，特定分野に関する補足的ガイドを作成するべきである。

BOX 1: 本書で扱う活動

政策及びプログラムの策定 公共サービス等，今後実施が予定される活動のレベルと

新規• 代替投資計画

種類に関する決定。また，規制の度合いに関する決定。

プロジェクトの実施，プロジェクトの規模と場所，時期，

民間部門の関与の程度に関する決定。

既存資産の利用または処分 土地や資産の売却，施設や事業の返還・移転，試験的サ

規制の指定

調達に関する主な決定

本書をいつ活用すればよいか

ービスを外注するか市場に出すかに関する決定。

健康と安全，環境の質，持続性などに関わる基準，規制

基準の費用便益，規制基準の実施方法などについての決

定。

通常，民間業者の提供するサービス，労働またはモノの

購人に関する決定。

1.7 本書は以下の場合に有用である。

□ 政策，プロジェクトまたはプログラムの基本的な事前評価や評価の実施責任者

□ 当該分野における知識の拡充を求める人

1.8 本書の適用について

初期段階•••新しい政策の採択，またはプログラムやプロジェクトの閲始，再開，拡大，変

更に関する政府の決定について，これを支持するための分析に適用できる。国民に対す

る費用および便益は測定可能な形で表現される。これは，プロセスの「事前評価J部分

に該当する。
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最終段階…完了，終結あるいは修正段階にある政策，プログラムまたはプロジェクトにつ

いて，遡及的な分析を行うのに適用できる。これは，プロセスの「期中・事後評価」部

分に該当する。

1.9 どの程度の効率で政府の資源が消費されたかを判断する能力は，長期的な戦略管理を

実施する上で不可欠である。この期中・事後評価に関する計画は，事前評価の時点で検

討するのがよい。

-:1 -



第2章事前評価と期中・事後評価の概要



第 2章：事前評価と期中・事後評価の概要

序論

2.1 本章では、事前評価と期中・事後評価の重要な段階についてまとめた。その詳細は，

第 3嗜以降で扱うこととする。

事前評価と期中・事後評価のサイクル

2.2 事前評価と期中・事後評価は，省庁の実施する ROAMEF(Rationale=論理的根拠，

Objectives=目標， Appraisal=事前評価， Monitoring=監視， Evaluation=期中・事

後評価， Feedback=フィードバック）という，広義のポリシーサイクルの一部を構成

することが多い。このサイクルを以下に示した。

BOX 2: ROAMEFサイクル

論理的根拠

フィードバック
目標

期中・事後評価

.................... , .............................................................. . 

施

, ・-・・,  

実

事前評価の役割

2.3 事前評価では，提案が有意義なものかについて評価を下し，その結果と提言を明確に

伝える。ここで不可欠なのが，選択肢の事前評価である。これは，提案の費用便益を分

析し，政府の介人の正当化，目標の設定，選択肢の設定や再検討などを行うものである。

この枠組みの下では，未評価の費用便益を比較評価する補足手段があることから，以下

に示されるような費用効果分析よりも，費用便益分析を利用するのがよい。
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費用便益分析

提案に関して，出来るだけ多くの費用と便益を金銭的に定景化する分析手法。市場が

ト分な経済価値を測定できないようなものも含む。

費用効果分析

同→あるいは同様のアウトプットを導く代替的手法について，そのコストを比較する

手法。

事前評価と期中・事後評価のプロセス

2.4 提案を実行に移す前に，事前評価が何度も繰り返し行われる。そのため， 卜嵐］のよう

な段階を何度も繰り返すこともあるが，必ずしも順番どおりに行われるわけではない。

選択肢を設定する際は，特にリスクの影響や不確実性，偏った見ガがされていないかを

1度以上見直すことが大切である。これにより，不正確さを回避できるほか、変化を伴

う環境において提案が最大価値を実現できるかについても，的確に理解することができ

る。

2.5 評価が段階を経るに従い，データはより明確で正確なものにしておく必要がある。評

価の各段階で行う作業は，関連資金，間題となるアウトカム，利用できるl、『間に応じて

行われる。したがって，選択肢の特定および事前評価という初期段階においては通常

はサマリーデータのみ必要とされる。後日，多額の貴金が削り当てられる前に，{,j頼性

を高めるようにする。

第 3章一行動を正当化する

2.6 第 1のステップとして、概要調杏を実施して 2つの前提条件が確実に満たされるよう

にする。 2つの条件とは明確に特定されたニーズがあること，そしてどの施策案もコ

ストに見合う価値をイiするということである。この概要調査では実施によるマイナス

の結呆や，政策が実施されなかった場合の結果についても分析されるが，プラスの結果

がこのどちらをも J:[r1]つていなければ行動は廿門当化されない。大抵の場合は， 予備段階

で研究を行い，扱う間題の範囲および政策の実施判由を設定することが多い。

第4章一目標を設定する

2.7 第 2のステップは，望ましいアウトカムや政策の実施目標を明確に規定し，実行可能

なあらゆる選択肢を特定することである。ターゲットは，目標の達成に奇与するよう設

定する。
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第5章ー選択肢の事前評価

2.8 第 3のステップは，選択肢の事前評価を実行することである。これは，分析の最も重

要な部分に相当するものである。はじめに，多くの選択肢を設定し再検討を行う。これ

により，適当な解決策に対するパラメーターを設定できる。ド北のような手法は，高水

準の評価やサマリーデータに応用し，候補リストを作成してプロセス管理を実現するこ

ともできる。「最小限の実施」 (dominimum) という選択肢は，今後政策を実施する上

でチェック機能として働くことから，このリストに常に加えておく必要がある。

2.9 各選択肢の事前評価は，「基本事例」 1 (base case) を設定して行う。これは，費用

および便益を最大限に見積もった場合の事例である。次に，別のシナリオを検討してこ

の見積もりを調整してもよいし，韮本変数を変えて変化に対する選択肢の感度を測って

もよい。より完全なものとするため，事前評価は以下のように行うことができる。

□ 各選択肢の費用を特定し測定する。

D 各選択肢の便益を特定し測定する。

□ 必要があれば測定された費用と便益を次の目的で調整する。

D分配面の影孵（社会の各セクターに対する提案の影響）

□相対価格の変動

□ 費用と便益を発生時点から差引いて調整し，現時点における価値を測る。

□ 必要に応じて，選択肢間の重要な税金格差を調整する。

ロ リスクと楽観的要因を調整して見本事例を設定し，悲本変数の変化やシナリオが変わ
った場合に基本事例に仔える影響を検討する。

ロ ウェイトやスコアリングなどの手法を用いて，測定に表れない影響を（費用・便益の
両面から）検討する。

第6章ー解決策の策定と実施

2.10 選択肢を事前評価した後は，決定某準を韮に判断して最良の選択肢を選定し，これ

を精緻化して解決策を導く。この段階で協議コンサルテーションを行うことが屯要であ

り，以前に実施したか否かを間わない。民間部門の役割を含め，調逹ルートも検吋して

おくのがよい。

2.11 提案の実施の成功に大きな影響を与えかねない間題は，多額の資金が割り当てられ

る前に，事前評価の段階で検討しておくことが必要である。これは，事前評価で想定す

るアウトカムを実際の結果に近づける狙いがある。

l 「基本事例」とは時に選択肢の「最小限の実施」を指すのに使われるが、本書ではこの

例ではない。
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第7章一期中・事後評価

2.12 評価は，技術的には事前評価と似ているものの， 予測的なデータではなく歴史的な

（事実あるいは推定に基づく）データを利用し，事象が起こった後に実施されるという

点で異なる。その主な目的は，教訓が広く学び伝えられ，新たな提案を評価する際に応

用できるようにすることである。

結果の提示

2.13 事前評価の最終的なアウトカムは，提案や特定のオプションを続行するかどうかを

決定することである。こうした決定はしばしば広範囲に影響を及ぼすことがあるため，

意思決定者や重要なステークホルダーに結論や提言を提示することは，分析と並んで重

要なものと考えられている。いかなる場合も，透明性を欠いてはならない。提示や報告

書は，明瞭かつ論理的で，確実な根拠に基づき，決定の一助となるようにすべきである。

特に概括的な報告書に関しては，できるだけ専門用語を使わずに作成するのがよいが，

専門用語を使う必要がある場合は，それに説明を加えるようにする。

2.14 報告書では，その結論と提言を裏付ける十分な証拠を示しておく。簡単な監査証跡

を記載し，報告書を読めば計算や証拠，仮説を確認できるようにする。主な費用便益に

ついて説明し，単に分析を提示するにとどまらず，それぞれに付随する価値を明確に示

すのがよい。そうすれば分析の結論を導いた仮定を意思決定者が理解することができ

提言をまとめやすくなる。事前評価の報告書には，後日実施する期中・事後評価を支持

するだけの十分な情報を盛り込むべきである。

2.15 一般に，感度分析やシナリオ分析の結果も，予想価値を個別に推定するだけではな

く，意思決定者へのプレゼンテーションや概括報告書に記載するのがよい。意思決定者

は，幅広いアウトカムが想定されることを理解し，提案が将来的な不確実性に耐えうる

ものかを判断しなければならない。
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BOX3: 経済的な事前評価または期中・事後評価のアウトプット（予測）

口 実務的事例（予備的，概要，全面的な例）の構成：

□戦略的事例

D経済的事例（選択肢の事前評価）

□財務的事例（価格の適正さ）

□商業的事例

□プログラム

□プロジェクト管理の事例（達成の可能性）

□ 規制インパクト評価

D 健康インパクト評価

□ 環境事前評価

口 健康および安全インパクト事前評価

□ 消費者インパクト評価

D 総合政策事前評価 CIPA)2 

口 評価と監査報告

2.16 政府省庁から，政策やプロジェクトの事前評価や期中・事後評価 3に関する最良実

施例のテンプレートが発行されている。

事前評価と期中・事後評価の管理

2.17 評価の実施は，資源集約的に行うことができる。事前評価と期中・事後評価は，で

きる限りステークホルダーが共同で実施するのがよいが，主たる責任を十分規定し，正

確さと徹底さについて説明責任のあることを，はっきり理解しておく必要がある。評価

の実施は，決して専門的な活動として傍観されるものではない。

2.18 各省庁は，意思決定のプロセスや統治機構に，事前評価や期中・事後評価をどのよ

うに統合できるかを検討する。評価の実施方法を協調的なものとするために，省庁は以

下を検討されたい。

2IPAとは，事前評価のあらゆる側面を対象として取り上げる政策手段のことをいう。気
候変動，空気の質，景観，土地利用，廃棄物，水，生物多様性，騒音などの問題について，

質問のチェックリストを設けている。詳しいガイドは， ODPM,DEFRA, DITから発行

されている。

3 たとえば， OGCでは実務的事例のテンプレートを Webサイトで公開しており，プロジ

ェクト事前評価で利用することを推羮している。
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D 正式な評価部門，あるいは専門知識のセンターを設立する。

□ 内部および外部の監査官へのアクセスを正式に承認する。複雑な場合は，財務省や監

査局などの支援各省と，事前評価の方法について話し合うこともできる。

D 完全かつ時宜に過った事前評価を実施する誘因を与える。

D 利用しやすい形で記録文書を保管する。

2.19 個々の評価に際して，以下の点を最初に考慮すること。

□ 必要になると考えられる財源および専門家の可用度とコスト

□ 大学の専門家や行政サービス提供者などによる品質保証の必要性

D 評価結果の伝達方法（例：評価の公開。 Webサイトによる伝達など）

□ 研究が進むまで，提案を延期する可能性

□ 評価の事業計画を立て， t要管理点，資源ならびに作業の流れを設定する。

本書に関する報告として，以下のものがある。

□ 財務省の PublicServices Delivery Analysis (PSDA)チームの分析，および特定の

問題に関する各種参考文献

□ プロジェクトや政策評価に関する研修は，公務員研修大学 (CivilService College) 

など多くの機関で受講できる。

枠組み

2.20 事前評価や期中・事後評価について，特に関連のある枠組みを下記に示した。

D 財務省商務局 (OGC)の「ゲートウェイ・レビュー」（主にプログラムやプロジェク

トが対象）

D 規制インパクト評価（主に規制インパクトに関わる政策が対象）

□ CMPS (Center for Management and Policy Studies) Policy Hub 

財務省商務局のゲートウェイ・プロセス

2.21 ゲートウェイは，財務省商務局が実施する民間調達プロジェクトを対象とした再検

討プロセスである。 4 ここではライフサイクルの重要局面を迎えた政策やプロジェク

トを精査し，次の段階に向けて確実に進行されるように図る。第 1および第 2ゲートウ

ェイでは，このガイダンスの内容が取り人れられている。より詳しい情報は， OGCの

4英国国防省の「SmartAcquisition」協定など，ゲートウェイ再検討プロセス以外にも同

様のプロセスが他省にもある。
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Webサイトで閲覧できる。

規制インパクト評価

2.22 規制インパクト評価 (RIA)とは，企業や慈善団体，ボランティア組織に影響を及ぼ

す可能性のある規制案について，費用，便益，リスクの観点からその影響を評価する政

策手段である。政府の方針として，すべての省庁は，法的権限の行使や規制の策定が全

体的な影響を及ぼすと考えられる場合， RIAを実施することになっている。また，英国

の企業や公共部門，慈善団体，ボランティア組織などに影響を及ぼす欧州法案について

も， RIAを実施するよう求められている。

2.23 RIAの実施は，ビジネスや慈善団体，ボランティア組織に影響を及ぼす可能性の

ある法案をその契機とするが， RIA自体は，このガイドの方法論に従って，幅広く経済，

社会，環境面の影響を対象に行われるべきである。

CMPS Policy Hub 

2.24 CMPS Policy Hubは，以下を提供することにより，政策決定および政策執行の向

上を目指すものである。

□ 政策の策定，展開，評価をより効率的・効果的に行えるよう，英国内および海外の諸

資源や活動へのアクセスを必要に応じて提供する。

□ 政策決定や政策執行が向上した革新的な例

口 組織的・地理的障壁をなくし，政府間あるいは政府外部との連携を強化するための手

段

□ 最高水準の研究や期中・事後評価を促進する基盤

事前評価と期中・事後評価に関わる問題

2.25 評価の一環として検討を要する問題は多数ある。以下に，事前評価段階にある選択

肢との関連性についてチェックすべき点，および後日の期中・事後評価で活用すべき点

をあげた。

□ 戦略的インパクト一新たな提案が，組織全体または組織の主要部分に著しい影響を中

長期的に及ぼす場合，組織に戦略的インパクトを及ぼすということができる。したが

って，提案を検討する際は，予想される影響の程度のほかに影響を受ける組織の戦

略への適合性という観点から検討する必要がある。

□ 経済的な妥当性ー提案は，選択肢の事前評価を行う際に費用便益分析を行い，これに

よる確固たる経済分析をその根拠とする必要がある。詳しくは第 5章を参照。

□ 財務と金銭的な妥当性 提案は，金銭的に賄えるものでなくてはならず，財務的に適
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正な計画を策定する必要がある。第 6章を参照。

口 達成可能性ーすべての提案についてその達成可能性を評価し，必要に応じて，認定さ

れたプログラムやプロジェクトの管理協定を策定する。第6章を参照。

□ 商業協定と提携協定ー提案では，商業，提携，調達に関する協定を考慮する必要があ

る。市場に何が上梓されるか，商業協定を通じて費用や便益はどう保証されるのか，

完了まで契約をどのように管理するか，など。第 6章を参照。

口 規制インパクトー先にも論じたが，新たな提案が企業やボランティア組織，慈善団体

に及ぼす影響を評価しなくてはならない。第 2章を参照。

□ 法案ー扱う事例に関連する法律，および多くの提案に影響を及ぼす規則について考慮

する。人権法，またはデータ保護法，惰報公開法など。

□ 情報の管理と規制ー提案に関する情報要件。後日の期中・事後評価に必要なデータ，

必要になると思われる IT支援機器など。詳しいガイダンスは， OGCで閲覧できる。

□ 環境への影響ー大気，水質，上地利用，騒音，汚染，廃棄物，リサイクル，廃棄など，

環境に及ぼす影響を検討する。詳しいガイダンスは， ODPM.Defra, D汀で閲覧で

きる。

□ 農村地域の問題ー政府は，すべての政策において特定の農村地域の状況を考慮すると

明言している。事前評価では，提案により農村地域に他の地域と異なる影響が及ぼさ

れないかを評価する。詳しいガイダンスは， Defraで閲覧できる。

□ 平等性一社会のさまざまな団体に対する影響を，事前評価の一部として検討する。こ

のような影響を事前評価プロセスに組み込む方法については，第 5章に記載がある。

□ 健康一提案が健康に及ぼす影響を検討し，貧困，困窮，失業，低質な住環境や職場環

境にある人の健康に対する影響を評価する。健康省が詳しい情報を提供しているが．

Policy Hubを経由してアクセスすることもできる。

□ 健康と安全一勤務時における健康と安全，または仕事上の活動に伴う健康と安全につ

いて，その保護が必要になることがある。これが特に問題となるのは，建設現場であ

る。詳しい情報は，健康安全委員会が提供している。

□ 消費者重視一評価の際は，モノとサービスの費用と質．およびこれらに対するアクセ

ス，選択，情報の検討を要することがある。

D 地域的観点ー地域的な観点を政策決定プロセスに組み込む方法について， CMPSがガ

イダンスを発行している。

□ 欧州連合―他の EU諸国における提案や活動，および特定の法律ならびに規制につい

て検討することが重要な場合がある。国家の援助に関する規則は，政府の介入の度合

いを定めているため，その検討は特に里要である。

□ 設計の質一目標の達成を確実にする上で，施設の設計の質が爪要になることがある。

-12 -



第3章介入行動の正当性



第 3章介入行動の正当性

序

3.1 政府がなしうると考える諸々の行動について検討する前に国益の観点に照らして政

府がそれを行う必要であるのかということを明確にすることが軍要である。つまり，政

府が介人する論理的根提が説明されなくてはならない。

行動の正当性に関する基本的質問：

口 介入に関する論理的根拠は明確か？

口 介人は効果的と考えられるか：介入による便益はコストを上回るか？

政府介入の理由

3.2 政府による介入の論理的根拠は，通常市場の失敗あるいは政府が分配し充足すべき目

的がはっきりしている場合におかれる。市場の失敗というのは市場それ自体としては

効率的なアウトカムをもたらすことも，あるいはそれを見通すことも出来ないというこ

とである。この市場の失敗を是正するために政府による介人が検討される。政府による

分配の目的というのは言うまでもなく，公平の観念に韮づく。

3.3 政府による介人はコストを要し，また経済的なひずみをもたらすことがある。これら

の点は，介入を正当化する理由があるのかという点についての判断をときに念頭に置か

なければならない。例えば，特定の市場の失敗に対応して規則を作ることは出来るだろ

うが，それによってさらに費用が必要となり，結局それだけの費用をかける価値がなか

ったということもあり得る。

調査の実施

3.4 事前評価の第 l段階は，通常，調査を行い，取組むべき問題の範囲及び政府の行動の

根拠を確定することである。調査は次の諸点をカバーする。

口 もし何も変わらないか，変わるとしてもそれが極めて僅かな場合の結果：

口 市場の状況（例：市場の失敗の原囚，雇用水準）；

□ 諸条件についての現状及び将来予測値，刊行された将来見通し（例えば，人口，

サービスの量，需要，相対価格及び相対費用）；

D 潜在受益者（及び社会的弱者）；

□ 技術進歩；及び

D 対処すべき問題の範囲や重要性は時間を経るにつれて変わるか，例えば、効果
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は世代を超えて累積していくか。

3.5 政府介人の論理的根拠の決定については，付属 lで詳しく検討する。

3.6 Box 4は政府介入を正当化するために必要になると思われる理由及び証明を例示的

に不したものである。

Box 4 :'職業訓練の拡充’の例

熟練下が生産性向し GDP増大といった高次な経済目標の達成に対しプラスの影

響を与えることは明らかなことである。それと同時に，英国はドイツやその他欧州

諸国に比較して中間レベルの職業l:::.の資格保有者が少ないことを反映して，その技

能水準が極めて低いことも明らかである。さらに，引続きこの技能水準の低さを惹

き起こしている市場の失敗を示す証明として次の 3点がある。

1. 雇用主による職業訓練への取組み不足を招いているという客観的事実。企業は

従業員訓練に投資しても，訓練のための投資した金を回収する前にその従業員

が辞めてしまうことを懸念している。企業としては，訓練のための投汽が速や

かに阿収できなければ，従業員に訓練を行おうという氣は起きない。

2. 従業員が職業訓練の意味を理解し，あるいは訓練を受けることの利益を正しく

認識するだけの十分な情報を得ていないこと。適切な情報の不足の結呆，従業

員は訓練期間中の賃金が低くなることに抵抗感を覚えたり、あるいは種々の訓

練を受けようという意欲すら持ちえなくなる。

3. クレジット市場の不完全さ。職業訓練は金がかかるが、個々の訓練牛は訓練に

よりより高い賃金を手に出来ると期待している。訓練生によっては，職業訓練

が終われば高い賃金が得られるだろうという期待から，借金をしても容易に返

済できると考え，訓練経費をローンで借りようとする者もいよう。しかし，低

賃金労働者ほどクレジットを組むのは容易でなく，職業訓練のための費用を借

り人れることは難しいだろう。

このような市場の失敗の、意味するところは，市場によってもたらされる訓練という

のは社会的見地から見て，恐ろしく効率の低いものということである。卜分練られ

た政府による介入がこのギャップの橋渡しをすることが出来よう。
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第 4章：目標の設定

序論

4.1 政府による介人が実行するに値するとするならば次に提起されている断たな政策，

プログラムあるいはプロジェクトの目標は明確に説明されなくてはならない。その際，

政府が取りうる代替的選択肢の全てについて明確にされることになろう。

目標，アウトカム，アウトプット，達成目標

4.2 目標(objectives)は，提案が達成しようとするところをはっきりポすように説明され

なくてはならない。目標は，それを達成するための様々な方法についても検討が出来る

よう，一般的用語によって説明されなくてはならない。それぞれの提案の目標は，政府

の政策方針，省庁のH標，公共サービス協定 (PublicService Agreements。PSAs),及

びより輻広いマクロ経済目標と整合していなくてはならない。

4.3 アウトカム，アウトブット及び達成目標(target)には通常階層性があり，これは事前

評価ではっきりと位償づけがなされなくてはならない。アウトカムというのは，その提

案が達成しようとする社会にとっての最終的便益である。しばしばH標は，望ましいア

ウトカムという形で表現される。しかし，アウトカムは直接これを測定し難い場合があ

る。そのような場合，折衷的方法としてアウトプットを特定することが適当な場合が多

い。アウトプットは明確に表現され得る，あるいは測定され得る行動の結果であり，

実現が望まれるアウトカムになんらかの関係を行するものである。

4.4 達成H標は，アウトプットの産出，アウトカムの実現及び目的の達成に役立つものと

して使われる。達成目標は，次に見るように SMARTを備えていなくてはならない。

D Specific (明確性）

口 Measurable (測定可能性）

D Achievable (達成可能性）

D Relevant (社会的な、意味）

ロ Time・bound (時間的限定）
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Box 5 : 目標及び達成目標の設定

目標及び達成目標を適切に設定する際に，次の質問は有益である。

D 我々は何を達成しようとしているのか？我々の目標は何か？どのようなアウトカ

ムをもって成功というのか？

□ 他の採択可能な方法で，同じような目標が設定されていないか？

口 我々の目標は，当該省庁の公共サービス協定 (Pub!ic Services Agreement。PSA)

等で設定された戦略的狙いと目標に合致しているか？

口 我々の目標は，制度運用，起訴，職業紹介等といった特定のプロジェクトが軍点

を置いているアウトプットより，例えば健康増進，犯罪の減少，あるいは持続

可能な経済成長の助長といった特定された反射的アウトプットであるか？

口 我々の目標及びアウトカムはどのように測定されるのか？

口 我々の目標は，その実現に向かっての過程をモニターできるように明確にされて

いるか？

□ 成功するのに決定的な要素は何か？

□ SMARTに即してどのような達成目標を設定できるか？我々が実現すべき達成目標

は何か？

Box 6 : アウトプット及びアウトカムの例

政策分野 アウトプット アウトカム

職業紹介，職業適合 職業紹介を受けた人の数 アウトプットの増加，あるいは

職業紹介の効率化に改善

技能の向ヒ 技能訓練所数，あるいは訓練 人的資本，あるいは収益力の増

を受けた人の数 加

社会的アウトプット 試験成績（学校）， 人的資本の向上（学校），

学校，健康センター(※) 患者数（治療を受けた人数） 健康増進の程度（健康センタ

ー）

環境改善 環境汚染が解消された放棄地 上地生産性の向上
の面積

（※） 健康センターは，複数の医者が診療室を構え診療に当たっている施設。
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Box 7:'職業訓練の拡充’の例

全般的な政策目標

‘職業訓練の拡充により職業上の資格保持者数の増大を図り，技能水準が低いとい

う深刻な問題に対処する'

政府の介人の論理的根拠については，第2章の Box4を参照されたい。

アウトカム，アウトプット及び達成目標の例は次のとおり。

アウトカム アウトプット 達成目標

社会的最適水準の訓練 GDPに占める人的資本の割合 一定時点までに供用され

る訓練所数

訓練生及び同僚労働者の生 職業訓練を受けた労働者の 一定時点までの脱落者比

産性の高さ
比率

率の削減
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第5章選択肢の事前評価

序論

5.1 事前評価の目的は，政府の活動の目標に対応したコストに見合った解決策を明らかに

することを手助けすることである。代替し得る選択肢を設定し検討を加えることは，意

思決定者が選択できる幅を理解するのに役立つ。

5.2 ここでは，どのように選択肢を設定すべきか，「基本事例」（選択肢の費用•便益を最

善な方法で見積もった場合）についてどう評価すべきかを説明する。さらに，「基本事例」

について将来の不確実性に対しどう調整すべきかについて感度分析あるいはシナリオ分

析を用いて説明する。それと同時に，金額評価出来ない影響をどう考えるかという点に

ついても説明する。

選択肢の設定

5.3 この段階でなすべきことは，特定された目標を達成するために政府が取り得る活動の

範囲をリストアップすることである。リストには最低限政府が行う必要のある活動('最

低限実施選択肢(dominimum option)')を含んでいなくてはならない。そうすることに

よって，もっと政府が介入すべきだという干渉じ義者の論拠について判断することが可

能となる。

5.4 選択肢の幅は，目標がどのような性格かによって異なる。重要なプロジェクトについ

ては，詳細な事前評価に向けた簡潔な選択肢のリストを作る前に，様々な角度から幅広

く選択肢を検討すべきである。新規あるいは現行の政策，プログラム及びプロジェクト

のいずれも，複数の選択肢をもっていなくてはならない。通常の場合．初期段階で公式

非公式を間わず幅広く専門家の意見を間くことが大切である。専門家の意見を聞くこと

は，多くの場合いくつかの適切な選択肢を設定するための最良の方法である。

5.5 選択肢は公共セクター各方面の歳出に影縛を与え．あるいは逆にそれによる影響を受

けることがある。例えばその選択肢のアウトプットないし費用が．おそらくは他省庁

が所管する関連性を有する他のプロジェクトなり政策執行状況に左右されることがある

ということである。様々な歳出や事哭が中IJlfに関連性を有し、また費廿あるいは便益が

相TI依存的関係にある場合．廿圃案はそれら全体を対象として串刷評価すべきである。

とはいえ、各叶圃案を構成している各バーツが令般的に見て杓用に見合う成呆を浴げる

のに役立つか否かという点も考慮されなくてはならない。
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BOX8 : 選択肢の設定

幅広く選択肢を設定する方法はなお試行過程にあり，これだという方法は確立さ

れていない。以下は設定に当たってのヒントである。

□ 目標及び対処すべき問題の範囲に関連を有するデータや情報を収集するた

めに，既存の報告書を調べ，幅広く現場関係者や専門家に相談する。

□ 重要な相互依存関係，優先度，インセンティブ，その他の要因を理解する

ために，データを分析する。

D 調査により，最も現実的な解決策を特定する。その際，要すれば外国の事

例も調べる。

□ 目標に影響を及ぼしやすいあらゆる論点について検討する。

□ 目標達成のために採択可能な様々な政策手段あるいはプロジェクトを列学

する。この結果，介入の種類なり規模について幅広い様々なものが示され，

規制的（あるいは非規制的）解決策は自t調整，財政支出あるいは税金と

いう選択肢と比較される。

D 極端な選択肢をいくつか設定し検討する。これら極端な選択肢は正式なア

プレイザルの対象とはならないだろうが，実行可能な解決策の限界をテス

トするのに役立つ。上手く運営されたブレーンストーミングは，この種の

幅広いアイデアを見出すのに有効である。

BOX 9 : 選択肢の例

戦略的かつ実用的な選択肢の例として，次のようなことが含まれる。

D 時期及び規模を変更する。

□ 借り上げるか，新築するか，あるいは買上げるかの選択。

□ 初期投資額とその都度なされる支出額の組み合わせを変更する。

D 既存施設に手を人れて活用するか借人れるか，あるいは新規に調達するか。

□ 政府内他部局と協力する。

□ 立地場所またはf定地を変更する。

□ 維持管理等の役務あるいは設備の供給を民間部門に委ねる。

D 施設を他機関と共同利用あるいはシェアする。

□ より広い組織変更の一環として，伝達の改善のために ITを活用する。
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□ サービス提供を他の組織に委ねるかパートナーシップ取決めを十分に活用

する。

□ 外注と自らの組織によるサービス供給（あるいは専門的技術を組織内に留

め置くこと）の比率を変える。

ロ ボランタリー組織を引き込む。
□ 規制（民間部門の自主規制を含む）及び自主的行動

□ 相手によって基準や手続きを変える（例えば大企業と小企業）

D 質的達成目標を変える。

D 強制，認定，監視及び検査（自主規約，認可規約あるいは政府規則を含む）

の度合いに差を設ける。

□ 活動は地域レベルか，全国レベルかあるいは国際的か（例えば欧小卜1レベル）

□ 既存制度または新たな手法なり取組みの適切な実行

□ 情報のキャンペーン

D 規制撤廃及び非介入

□ 少なくとも予想しうる将来において見直されないような変更，あるいは期

限を限った新規取組み

選択肢の簡潔なリスト

5.6 事前評価過程の管理等のために，通常は，事前評価の初期段階で，あるいは投資につ

いての戦略的業務概要作成のための事前評価の段階で，選択肢の簡潔なリストが作成さ

れる。しかし，この簡潔なリスト作りには最善の選択肢が全面的に検討されずに消去さ

れてしまう危険がある。したがって，簡潔なリストにも，可能性のある行動を輻広く取

り込むよう努力すべきである。

5.7 選択肢の簡潔なリストには‘最小限での実施＇という選択肢を必ず含めなくてはなら

ない。また， リストからもれた選択肢について，何故リストに含まれなかったのかとい

う理由を記録しておかなくてはならない。

選択肢ごとの費用・便益評価

序論

5.8 全ての選択肢について政府及び社会に必要となる費用ともたらされるであろう便益

を評価し，費用と便益を相殺して純費用または純便益の額を算出しなくてはならない。

意思決定者はこれを見て各選択肢を比較し，最善の選択肢を選ぶことが出来るのである。

事前評価の結果を踏まえて結論をまとめる際，あるいは事前評価の結果を提出するに当
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たって，正確さを装うために事前評価から得たデータをつじつま合わせしてはならない。

ただし，検討中の事案の厘要度あるいは大きさによっては，分析によって得られるデー

タに対する信頼性はより高いものでなくてはならないことはあろう（例えば，資源充当

必要量がその決定次第で決まるといったことである）。

5.9 したがって，関連する費用及び便益というのは，間もなくなされる決定によって影響

を受けるものに限られる。仮にこれら費用及び便益が計画案の内容いかんで変わり得る

としても，いくつかの一般的原則が適用される。通常は，事前評価の早い段階で，想定

される関連費用及び便益の範囲について幅広い検討を行うことが有益である。

5.10 想定された費用及び便益については，検討中の選択肢において考えられている資産

の耐用期間全体をカバーするものでなくてはならない。しかし，その事前評価の対象が

アウトプットやアウトカムを契約により調達する事案の場合（例えば， PFI),事前評価

の対象期間は異なる。

5.11 費用及び便益は，通常の場合，財やサービスの最適使用をもとに形成されている市

場価格を反映しなくてはならない（機会費用）。この場合，市場価格は選択肢間の税金の

違いについて調整することが必要だろう。

5.12 一般に，評価には社会的あるいは環境的な費用及び便益のように市場価格がないも

のについても取り込むことが必要である。これらを評価することはなかなか難しいが，

これらを評価することがより重要だということはしばしばある。したがって，容易に金

額を積み上げられないからといって社会的・環境的な費用及び便益を無視したりしては

ならない。計画案の幅広いインパクトをどう考慮したらよいかについては，付属 2を参

照されたい。

5.13 事前評価において，キャシュフローと人的資源(resource)に関わる費用もまた計画

案の実現可能性の程度を示すものとして重要である。しかし、これらについて機会費用

というものはなく，計画案の広義の費用・便益を理解するために用いることは不可能で

ある。計画案は人件費予算を必要とすることもある。この場合，どうやって財源手当を

するか，そして事後的にいくら必要であったかということが明らかにされる。第 6章で，

事前評価で必要となる人件費及びその他事項の積算に関し詳説している。

費用の見積り

5,14 費用は関連する機会費用(opportunitycosts)で示されなくてはならない。そのとき

どのような機会があり得るのかを調べることが大切である。機会の例を土地利用につい

て示せば，それは現在の利用形態とは違ったより有効な利用形態ということである。も

うひとつの例は被用者時間の他用途使用である。雇用主としては被用者労働時間のコス

トを見積もる際，フルタイム相当額(Fulltime Equivalent。FTE)を用いなくてはならず，
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また基本給の他に年金，国民健康保険，諸手当を含まなくてはならない。

5.15 財やサービスの費用ですでに発生したもの及び回復不可能なものは，事前評価にお

いて無視されるべきである。それらは‘埋没原価(sunkcosts)'なのだ。何をもって費用

とするかということについての結論はいまだでていない。しかし，既に対価の支払いが

なされた資源を引続き手元に置くための機会費用は含まれる。

5.16 固定費用(fixed・cost), 可変費用(variable-cost), 準可変費用(semi・variable-cost),

段階費用(step・cost)について，それぞれの違いをはっきりさせることは有益である。

D 固定費用は，特定された期間続けられる様々な活動を通じて一定である（たとえ

ば，事務所ビル）。

D 可変費用は，活動の程度によって変化する（例えば，外国研修費用の場合，研修

生の数により変化）。

□ 準可変費用は，その内訳として固定要素と可変要素を含んでいる（例えば，保守

活動は通常は予め策定された計画に従ってなされるが，ストライキ等緊急時には

動員労働者数の数によって保守活動の規模は変わり，必要費用も変わる）。

□ 準固定費用(semi・fixed・cost)あるいは段階費用(step-cost)は，ある一定水準までの

活動については費用が固定され，それを超えると一定額が加算される（通話料が

一定水準を超えると，別の中継局につながり料金がかさんでいく）。

5.17 このように費用をそのカテゴリーによって分類することは感度分析のために有益で

ある。しかし，分類は慎重に行わなくてはならない。費用がどのカテゴリーに属するか

は相対的なもので， 一旦あるカテゴリーに分類したものが他のカテゴリー分類に変わる

ということもあり得る。人り組んだモデルでは，時間の経過によって費用がどう変わる

か，あるいは変数によってどう変わるかということの説明が必要となろう。

5.18 大体の場合，直接関連する費用というのは用いられる財とサービスの組合せ全体の

経済的コストの合計に等しいと考えられる。計画案のそれぞれについて，財とサービス

全体の経済的コスト総額と想定される純収入額が算定される必要がある。経済的コスト

の総額には直接費用と間接費用の他に光熱費等の共通費用負担も含まれる。「基本事例」

においても，同様の方法で算定された総費用の額は固定費用，可変費用，準riJ変費用，

段階費用それぞれについての分析結果の合計額と等しくなるはずである。このように

別々の方法で分析を行うことにより，機会費用を正しく検討でき後ほど行われること

になる感度分析を可能とする。

5.19 短期的あるいは非戦略的事案に係る事前評価では，関連費用というのはそれ程多岐

にわたらないだろう。この場合の関連費用は，担当組織の活動全体から見ると微々たる

ものだろう。

5.20 費用の見積りというのは，考えられている費用の種類次第で難しいことがある。通
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常．事前評価のタイプに応じて，会壮担当官，経済学者その他の専門家の意見を聴くこ

とが必要になる。事前評価を行う者は，どうすれば専門的情報を入手出来るか，その人

手方法を手を尽くして調べるとともに，専門家から関連するコスト情報の提供を受けら

れるよう事前評価の範囲をはっきりと理解し説明出来なくてはならない。

5.21 減価償却費(depreciation)と資本費(capitalcharges)の増加をもたらすような資産

の調達の可否に関する事前評価において，減価償却費及び資本費は含むべきではない（し

かし、資源に関する計画策定のためには減価償却費及び資本費は重要ではある）。減価償

却費というのは，資産調達に投じた支出をその供用期間全体に負担させるための会計上

の方法である。資本費は．資本財を調達した後にその資本財に固定された資金の機会費

用を反映したものである。資本費は費用をかけて資産を維持することの適否を検証する

ために用いられる。そもそもその資産を調達すべきか否かという意思決定においては，

減価償却費と資本費は脇に置くべきである。

5.22 事前評価で資産の供用期間全体をカバーしたとしても，期間満（後もその資産につ

いて何がしかの価値が残っていて，組織内での他用途で利用するか中古市場で売却する

か，あるいはスクラップするかという選択があり得る。こういった残存価値は事前評価

に含めるべきである。現時点で将来の残存価値を見積もることが困難だとすれば，感度

分析で検証すべきである。

5.23 プロジェクトによっては政府が予期せざる責任(contingentliabilities)を負わされ

ることがある。つまり，将来何か一定の事態が牛じた場合には，政府が支出することを

予め約束するということである。このような負担については事前評価しなくてはならな

い（そして，その計画案が次の段階に進む場合には監視しなくてはならない）。予期せざ

る責任負担の方法のひとつとしてキャンセル料がある。つまり，政府機関が契約期限満

r前に契約を打ち切った場合，政府としてキャンセル料を負担しなくてはならないとい
うことである。ある計画案の事前評価に当たって，このような種類の負担及びその発生

の可能性を最初から念頭に置かなくてはならない。過剰支出(redundancypayments)は

このカテゴリーに人る。しかし過剰支出による広い、意味での社会的，経済的結果もまた

評価されなくてはならず，またその際経済学者によるアドバイスを求めることが必要

である。 1

便益価額の見積り

5.24 便益を金額表示することの目的は，その選択肢による便益が費用をかけるに値する

かを検討し，選択肢間で純便益あるいは純費用という視点での体系的比較を可能とする

1過剰支出は移転支出 (transferpayments)の例でもある。移転支出では支出の見返りに

何らの財もサービスも得られるわけでない。移転支出は所得なり富の配分を変えるが，直

接的に経済的コストの増を招くものではない。

-24 -



ことにある。明らかに不可能という場合以外は，便益は金額評価しなくてはならないと

いうのが共通）レールである。たとえ計画案の便益全てを金額評価することが不可能なり

非現実的な場合でも，選択肢間の価値の差を考えることが重要である。

5.25 基本的に，事前評価は英国にとってのあらゆる便益を考慮に人れなくてはならない。

仮にその計画案が純便益をもたらすものであるとしても，例えば環境コストを考慮に人

れると費用が便益を上回るとすれば，その計画案はそれ以上先に進めるべきではない。

つまり，介入による直接的効果を考慮に人れると同様に，経済の他分野に与える様々な

影響についても考慮されなくてはならない。このような経済の他分野に与える影響は，

環境対策費（事前評価で取り上げるべきことである）のような間接費用を必要とするこ

ともあり，注意深く分析されなくてはならない。いずれの場合にも，これら多様な影響

については明確に記述し，検討されなくてはならない。

5.26 便益評価に当たってまず参照すべきものは，実際の市場価格あるいは推定市場価格

である。しかし，市場価格を使用するのが適当でないという例外的ケースも若干はある。

市場が供給独占状態であるとか，税金や補助金で相当不自然な価格になっている場合で

ある。このような場合，市場価格は機会費用を反映しておらず調整が必要で，経済専門

家のアドバイスが必要となろう。このような例として，農業用地市場に対する EU補助

金の影響がある。

5.27 現行プログラムなり政策に由来する変化の経済的価値を見積もるために，既になさ

れた検討結果が用いられることもある。データベースの拡大とともに，このような‘便

益移転法'(benefittransfer method)を用いる機会は増えるだろうが，事情の変化を考

慮に入れることが必要である。データベースに入っている消費者とか対象グループの性

格は現に検討中の計画案で取り上げている消費者なりグループの性格と異なっている

だろう。したがって，既存データでの評価結果が移転出来る，あるいは一般化できる程

度には限度がある。

5.28 影響についてのしっかりした（つまり信頼できかつ正確な）金額表示された評価結

果がない場合，まず調査の要否の決定が必要である。もし是と決した場合，そのために

どれだけの人員を配するかを決定しなくてはならない。付属 2に，研究開始についての

決定に当たり考慮すべき韮本事項が示されている。

5.29 評価額決定のための調査プロジェクトを立ち上げることが通当でないという結論が

出された場合，その結論には妥当と思われる最大及び最小評価額を添えて，両者の中間

見積り額が盛り込まれていなくてはならない。これらの数値は，決定に当たり便益評価

額が必ずしも不可欠なものではないということを示すために行われる感度分析に取り人

れられなくてはならない。便益または費用の妥当な見積り額というのは，付属 2に要約

されている諸事項を検討することによって見出されることが多い。
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市場価格がない場合の費用及び便益の評価

5.30 ほとんどの事前評価では，市場価格が直ぐには手に入らないような費用や便益を明

らかにしなくてはならないだろう。このような場合，様々な技術を用いて評価額を導き

出すのである。中には主観的といわれる場合もあろう。市場価格がないものでも，それ

だけを取り出して価値を測定することが重要なことがある。例えば環境的，社会的あ

るいは健康上の効果である。
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5.31 BOX 10はこのような価値を導くためのt要手法を要約したものである。

BOX 10 : 評価額算定手法

次について判断する

Iインパクトを測定し定量化できるカ，l

及び

価格は市場のデータで決められるかl

もし，市場価格が疸ぐに人手できない場合，

雁益に対する‘支払意思法＇の活用|

次により決定

隕費者行動の観察をもとに価格推足

これらにより価値が得られない場合，次のいずれかによる

負担の意思は，消費者からある特定の便

益に対しどの程度負担する意思があるか

聴取して見積もる

または
--・" 

費用の場合，消費者がそれを受け人れる見返

りとして求める額を明らかにする
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＜支払意思法

(Willingness to pay) 

＜顕示選好法

(Revealed preference) > 

またはくヘドニック法＞

く表明選好法

(Stated reference)> 

く受容意思法

(Willingness to accept)> 



費用及び便益評価額の調整

5.32 調整に当たって，配分によるインパクト及び「基本事例」を発展させるための相対

価格の変化を考慮することが必要な場合がしばしばある。あらゆる調整について，調整

内容は区分されて，明確にかつ系統的に参考統計表の形で示されなくてはならない。

分配的分析

5.33 事前評価の過程で、各選択肢について分配上の影響を検討することが軍要である。

この種の分析は計画案の公正さ，計画案が与える社会的影響及び計画案内容のスケール

をより良く理解するうえで有益である。

5.34 政策，プログラムあるいはプロジェクトが個人の福祉に及ぼす影響は，各個人の所

得によって変わってこよう。要するに追加的な 1ポンドの収人がもたらす便益は裕福

に暮らしている人間に対するより，貧しさにある人間により多くの便益を及ぼすだろう

ということである。これは経済学で‘追加消費の限界効用の逓滅 (diminishingmarginal 

utility of additional consumpt10n) といわれていることである。

5.35 この他にも，事前評価の過程で検討を要するその他の分配上の問題が出てこよう。

計画案の及ぼす影響は，年齢，性別，民族，健康，技能水準，あるいは居住地の如何に

よって変わってこよう。これらの影響についてはっきりと記述し，可能ならば定量化す

ることが必要である。例えば，計画案の費用及び便益について，事前評価実施者に比較

及び分析の基礎を提供するためにも，それによって利益を得る民族集団にしたがってブ

レークダウンした方が良いだろう。

5.36 しかし，これら分配上のその他の問題というのは一般的にいって，所得の問題と密

接に関係している。したがって，もしより高度な分析が行われるとすれば，分析の焦点

は計画案の費用・便益が異なった社会的・経済的階層にどのように展開するかという点

におくことが必要である。

5.37 プロジェクトの事前評価にとって，相対富裕度は家計規模を調整後の相対所得によ

って定義し， 5分位数または 10分位数といった分位に区分することが最も適しているだ

ろう。競合する選択肢の公平性への影響という点については，各選択肢が所得分布の異

分位層に及ぼす影響をグラフに落とすことによって比較できる。低所得階家庭ないし低

所得者により大きな純便益を与える計画案の方が，より上位の所得階層に便益を与える

計画案より高い評価が与えられる。

5.38 より高度な分析では，贄用・便益分析における分配卜の影響をより明確に調整する

ために，分配加里値(distributionalweights)が用いられる。低所得階層家計にとっての

便益に対し高所得階層家計のそれより重いウエートを付与するのである。逆に，コスト

については低所得階層家計のウエートを重くするのである。詳しくは，付属 5にガイダ
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ンスがあるので参照されたい。

5.39 市場の失敗を正すことを通じて市場効率の向Lを図ることを目的にしたプロジェク

トについても，アウトカムの公平性が考慮されなくてはならない。この場合，系統だっ

た調整が計画案の公平さをチェックする卜で極めて有益である。同様に，異なった社会

的・経済的階層が混住している区域の再牛を目的とした，ともに公平性に根差したプロ

ジェクトが相圧に競合している場合，いずれのプロジェクトをとるかというとき，調整

が行われることが望まれる。

5.40 明確な分配tの調整を行うに当たって，影響を受ける人々についての詳細な情報が

必要になる。計画案の重要性及び分配の影響の大きさに関する分析を前提として，調整

のために必要な社会的・経済的情報が妥当なコストで入手できるか否かという点につい

て判断することが必要である。

5.41 もし事前評価実施者が分配上の影響を明確に調整しないと決定するならば，その理

由をはっきりと示さなければならない。この決定は，以下の点についての検討結果によ

って説明されなければならない。

□ 検討中の計画案に関する分配の影響分析の結果の重要性；

口 分配Lの影響を測定することの容易さ；及び

□ 特定プロジェクトまたは計画案に伴う影響の大きさ

相対価格の変化に対する調整

5.42 費用または便益の額は，‘名目価格＇とか‘現行価格＇ではなく，‘実質価格’ない

し‘一定価格'(例えば，‘今日＇の一般価格水準）で示されなくてはならない。

5.43 もし必要ならば予測される将来の一般物価水準の上昇による影響は，想定される

関連デフレーターを用いて除去するべきである。長期的には，英国銀行の達成目標イン

フレ率（現在は政府により年 2.5%と設定されている）を一般的デフレーターとして

用いるのが適当だろう。

5.44 特定の財なりサービスの価格上昇率が，全般的なインフレ率よりかなり上回る，あ

るいはド回る水準で推移すると見込まれる場合には，この相対価格の変化を織り込む必

要がある。事前評価にとって相対価格の変化が影響を及ぼすような次のケースがある。

□ 高度技術産品。実質価格は低下すると予測される。

□ 燃料価格。資源供給量が不足している。

□ 賃金。生産性向上の結果，賃金は一般インフレ率を上回って上昇すると予測され

ている。

5.45 相対価格の推移を予測する際，便益額あるいは費用の額が所得増大に伴って上昇す
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るかということを検討することは有益である。これを最も直接的に示すのは，問題とな

っている顕示選好法または表明選好法で把握された便益額が，ある期間を通じて所得と

ともに実際にどう増大したか示すことである。場合によっては，便益あるいは費用の評

価額が，所得の増加につれて増加すると見込むことにそれなりの理由が認められること

がある。例えば，財の供給が固定されている場合（ある種の環境的資産等），あるいはそ

れがあるユニットの構成要素でその価値はユニットとして評価され，その価値は所得水

準の変化に関係なく一定とみなされる場合である。確定的なデータがないことから便益

の実質価格の増加は肯定的にみなされ，便益の実質価格の伸びがf測された 1人当たり

実質所得の伸び率を上回るのは異常な条件下でのみであろう。このような仮定が疑わし

いときは，様々な明らかになっている証拠と突き合わせて見なくてはならない。

5.46その他の費用及び便益について，その評価額がインフレ率をl:回り，あるいはド回っ

て変化するだろうと判断する際には，以下に示した要因について検討するのがよい。

D 希少性。ある財が有限とすれば，その残存椙が滅少するに伴ってその相対価格は

一般物価上昇率を上回る速さで上昇するであろう。一方，技術の進歩は当初想定

した以上に多くの物の供給を可能とするだろう。

□ 代用可能性。代用品がふんだんに人手可能ならば，希少性の影響はかなりの程度

解消されよう。特に供給量が有限な財について，ある期間に代用品の開発が見込

めるかを検討する必要がある。

□ 非線形性。例えば，環境汚染による被害の音闘は非線形であろう。もし環境汚染

の量が時間の経過の中で変化すれば，この非線形性はその相対価格の変化率に影

響を与えるだろう。

□ 競争の激化あるいは独占の排除により，財やサーピスの供給は増大し，相対価格

の低下が見込まれよう。

□ 規模の経済。ある財なりサービスの市場規模が拡大すれば，規模の経済の可能性

が増し，相対価格は低ドが見込まれよう。

5.47 起こりやすい相対価格の見通しに関するアドバイスは， しかるべき専門機関，財政

部局あるいは経済学者から得られよう。

割引

5.48 割引というのは，費用の発生と便益の発現に時間差がある場合に向者を比較する方

法として用いられる手法である。これはインフレとは違った概念であり， →般的に人間

は財なりサービスを将来より現在学受したいと考えるという仮定に基づくもので，＇時間

選好法(timepreference)' といわれるものである。
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5.49 個人にとっての時間選好は，貸付または借人の実質金利を用いて測られる。いろい

ろな投資をする中で，人間は現在の消費を我慢して，投資リスクの負担の見返りとして

将来より多くを受取れることを期待して，安定したリスク度が低いところへ投資する。

これらの投資額に対する将来の見返り額の率（実質）は，個々人の純時間選好度をホすも

のである。社会全体としても，財やサービスは後で手にすることより今手にすることを

選好し，コスト負担は将来の世代にと先送りしたがるものである。これは‘社会的時間

選好法＇といわれるものである。 ‘社会的時間選好率 (socialtime preference rate。

STPR)'というのは，社会が現在の価値を将来の価値と比較してどう見ているかを示す

比率である。

割引率ば全ての費用と便益を‘現在価値’に換算するのに用いられる。そうするこ

とにより両者の比較が可能となるのである。採用する割引率としては 3.5%を使用

することを推奨する。費用と便益の間の差額（現在価ベース）を算定することにより，

選択肢の純現在価値(netpresent value。NVP)がはっきりとする。 NVPは，政府の施

策が適切か否かの判断に当たってまず最初に適用される基準である。

5.50割引後の現在価値を求める算式は以ドのとおり。

nは年数（現在年は 0)。 Dnはn年度（年央）の価格。 rは割引率。

1 
Dn = ------

(l+r) n 

例： 5年度目（年央）の£150は，次のように現在 (n=O)価格では£126.30となる。

£150X 1 / (I +0. 35)、=£150X0.842=£126. 30 

5.51 その影響が 30年以上の長期にわたって続くようなプロジェクトについては通常

の割引率でなく，先に行くほど逓減する害lj引率が用いられるべきである。このよう

な超長期的な割引率については付属 6に見るとおりである。

5.52 Annex6では社会的時間選好率の由来，どうして時間の経過によって率が逓減す

るのか，さらにはどのような事情のドで通常の割引率以外の割引率を用いることが

認められるのかということについても説明されている。

5.53次の表は，現在の£1,000が割引率 3.5%という条件のドで．将来どのような数字に

なるかをポしたものである。付属 6には詳しい割りI率表がある。

-:i l -



表 ．現在価格と割引率

年

゜
1 

（年央） 今年） （来年） 2 3 4 5 6 7 8 
， 10 

現在 £ 

価格 1.000 966 934 902 871 842 814 786 759 734 709 

必要利益率と価格設定のルール

5.5-1 中央政府機関の中には．財やサービスを民間のみでなく政府自身にも廂業的に提供

しているものもある。これらの機関はその活動に対する投ド資本総額に対し所定の収

益(requiredrate of return。RRR)をもたらすような価格設定が要求されていて，これ

によって活動そのものがコントロールされているのである。政府は基本的に，商業的に

提供している財やサービスについては市場価格並みの価格を設定することとしている。

また，独占的に政府が提供しているサービスについては，その提供コストの全額を回収

できる水準に設定している。ここでいうコストには大蔵省手数料・料金規準で定めら

れている資本コストも含まれる。

BOX11 : 現在価格の算定

A, B 2案は， ともにある省庁の業務の質的改善を図り，職員数の削減を目的した

プロジェクトである。 A案， B案それぞれの基本事例は次のように評価されている。

選択肢A : 所要初期投資額は I,000万ポンド，便益額は今後 4年間，毎年度 250万

ホンド（職員費の減 200万ポンド，業務の質改善で 50万ポンド）

選択肢B : 所要初期投資額は 500万ポンド，便益額は今後 4年間，毎年度 150万ポ

ンド（職員費の減 100万ポンド，業務の質改善で 50万ポンド）

現在価格の算定

初年度 2年度目 3年度目 4年度目 5年度目 NVP 

割引係数 1 0.9962 0.9335 0.9019 0.8714 ... 

選択肢A

費用／便益（百)1£) -10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

現在価格 （百万£) -10.00 2.42 2.33 2.25 2.18 -0.82 

選択肢B

費用／便益（百万£) - 5. 00 I. 50 I. 50 1. 50 I. 50 
現在価格 （百万£) - 5. 00 I. 45 I. 40 I. 35 1. 31 0.51 

選択肢Bの純現在価格 (NPY)は 51万ポンドのプラスであるのに対し，選択肢Aは
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-82万ポンドとマイナスであり，また‘最低限実施選択＇という視点に対しても

ゼロである。したがって，選択肢Bが好ましいということになる。

選択肢間の税金格差の調整

5.55 税金格差が選択肢の決定に微妙な影響を与える可能性がある場合には，事前評価に

おいてこれを調整することが望ましい。しかし，様々な選択肢について適用されている

税制上の差異というのは実際tほとんどないといえることから，税金について調整を要

するケースは滅多にないだろう。それに，純税金額を見積もるというのは実際にはかな

り困難な作業だろう。しかし，選択肢間で適用税制に相当な違いがあるとすれば，それ

によって選択が歪められることがあってはならず，契約内容いかんで選択肢間に生ずる

税金の影響の違いを調整することは頂要である。すなわち，ある財なりサービスを組織

内で調達するか外部から購人するか，あるいはリースによるかと買上げるかといった違

いによって生ずる税金格差についてである。例えば，付加価値税 (VAT)の税率格差を意

識している選択肢について，あらゆるケースについて VAT負担が同一とするか，あるい

はVATの負担なしとして比較してみる必要がある。

リスクと不確実性の導入

序論

5.57 事前評価に関して，予測事象と実際に生じた事象の間にある程度の違いが見られる

ことがしばしばある，これは事前評価に無意識なままに入り込んだ偏りやリスクと不確

実性の具現化によるものである。したがって，事前評価の実施や大規模な政策なりプロ

グラムやプロジェクトの実施に当たっては， リスク管理手法が用いられるべきである。

しかし，より小規模な計画案についてもリスク管理の原則を適用することは可能である。

5.58 事前評価では，各選択肢について想定される全てのリスクの評価額を算定するとと

もに各選択肢がどの程度将来の不確実性を抱えているかを検討する必要がある。最終

的に選択した案を実施する前あるいは実施中に，リスク及び不確実性を回避し，あるい

は緩和するための手立てを講じるべきである。自らの計画案のもつリスク及び偏りによ

って想定される影響を明らかにしておくことは大切なことである。

リスク管理

5.59 リスク管理というのは，政策あるいはプログラムなりプロジェクトの実施期間中に

生ずるリスクを特定し，評価し，そしてそれを管理するための体系的手法である。リス

ク管理の役割は，組織が効果的にリスク操作を活用できるよう手助けすることである。
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このリスク操作というのは計画案にもともと内包されているリスク及びその及ぼす影響

を正確に理解することによって，より適切な餘思決定を行えるよう支援するために明確

に定義された手順を体系化したものである。リスク管理の内容は次のとおりである。

□ 悪影響を伴ってリスクが具体化する可能収tを極小化させるために， fめ想定し得
るリスクを特定し，しかるべき手立てを要所に設定する。

□ 進行過程の要所でリスクを観察するとともに， リスクに関するに頼できる最新伯

報を手に人れる。

D もしリスクが実体化しそうならば， リスク具現化に伴う悪影響を緩和するために

しかるべきところでバランスの取れた管理を行う。

ロ リスク分析とリスク期中・事後評価の枠組みに支援された、意思決定。

5.60 リスク管理については付属 4を参照されたい。

偏りとリスクの調整

楽観論的偏り

5.61 フロジェクトの事前評価については，過度に楽観的過ぎるという明らかに構造的と

もいえる傾向がある。こういった傾向は，そのプロジェクトが民間部門のものかあるい

は公共部門のものであるかを問わず，世界共通に見られる現象である。プロジェクトの

いくつかの変数は楽観論の影響を受けている。事前評価では，便益は過大評価し，時間

と費用（初期資金，運転資金双方について）は過小評価しがちである。

5.62 このような傾向を正すために，事前評価に当たっては偏りをはっきりと調整するこ

とが必要である。その結果，費用見積り額は増大し，想定便益の大きさは減少し，その

現実化の時期は遅れるということもあるだろう。感度分析の手法により，運営コストと

想定便益の仮定を検証してみることが必要である。

5.63 調整は過去の経験に韮づいて，例えば，過去の，あるいは現に進行中のプロジェク

トから得られるデータを用いてなされなくてはならない。包括的なプロジェクト類に関

する省庁横断的な説明甚としては， 'Reviewof Large Public Procurement in the UK' 

(2002年7月刊）がある。もし各省なり各機関がf算超過その他計圃策定の偏りに関する

もっと確実な証拠資料を持っているならば，まずそれを活用すべきである。そのような

情報がない場合には，各省庁は勇気を持って自らの見込みが楽観的だったことを示すデ

ータの収集に努めるとともに，進行中の事案に適合する人手nJ能なデータを用いるべき

である。

5.64 楽観t義に対する調整は，それが旱い段階であればあるほど，プロジェクトの止本

的変数についてより適切な推計を可能とするだろう。楽観論的偏りに対する調整を行う

ということは，予めプロジェクトの特定のリスク調整を考慮することによってこれまで
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上手くいっていた方法に取って代わるというより，これを補完しさらに促進するためで

ある。このような調整は費用見積もりの確度をより高めるためにも役立つ。したがって，

関連費用についてより信頼度の高い積算がなされるようになれば，この楽観論に対する

調整というものも少なくなっていこう。骰用見積もりと楽観論の調整は，決定がなされ

る前にそれぞれ別々になされなくてはならない。楽観論的偏りにどう対応すべきかに

ついて，付属 4で詳しく説明している。

BOX 12 : 楽観論的偏りの例

ある非標準的な土木丁』事プロジェクトについて，複数の選択肢の日的，手法，費

用，便益等を総合的に比較検討する戦略的業務論点概要分析 (strategicoutline 

business case。SOBC)において NPC(現在価格表示の純費用額）が 5,000万ポ

ンドと見積もられた。この段階では原価計算の作業は着手されたものの，詳細な

リスク分析は行われていない。プロジェクト担当チームは，プロジェクト委員会

へ報告し，楽観的偏り調整率 70%を用いて総事業費は現見積り額 5,000万ポンド

より 3,500万ポンド多い 8,500万ポンドという数字を提出した。これはコンサル

タントより得た資料及び過去の類似土木事業プロジェクトについて行われた同じ

段階の事前評価の例に倣ったものである。

これだけの資金を確保するのは困難なことから，プロジェクト責任者はプロジェ

クト規模の縮小と業務論点概要(outlinebusiness case。OBC)をさらに詳細に詰

めるように求めた。仮にプロジェクト規模が縮小されても，プロジェクトの進展

に伴って費用及びリスクについてさらに明確にぶされることが必要である。最終

的に楽観論的偏りの調整の結果，不確定リスクに備えた予備費の額は 5%にまで

圧縮された。

楽観論的偏りの調整がなければ，誤った見通しにより，大プロジェクトが低コス

トで達成されたと，いうことになったであろう。

リスクの金額評価

5.65 店本事例の費用見積もりの結果に卜分なリスク割増を加えることは良いことだ。既

に見たように，度を過ぎた楽観t義を相殺したり調整するため，プロジェクトの純現在

価評価額は通常卜積みされるが，事前評価の初期段階においてはリスク割増はこの上積

み評価額に含まれていることになる。しかし事前評価が進むにつれ，プロジェクトに関

連した特定リスクは明確に把握され，それによって当初のつかみ金的に上積みされた金

額は削減することが出来るだろう。

5.66 '想定評価額(expectedvalue。EV)'を用いることにより，想定されるあらゆるリ
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スクの影響を単一の評価額で示すことが出来る。この想定価額は，起こり得るリスクの

アウトカムの大きさによって金額評価し，これらを足し上げることによって算出される。

リスクの可能性及びそのアウトカムを適切に推定することが可能ならばこの方法は最

も優れている。

BOX 13 : 便益の想定評価額の例

新政策は，最初こそかなりの便益をもたらすと見込まれるものの，やがて当初の見込

みは楽観的過ぎたのではないかという不安が生ずる。さらにはリスク分析の結果，予

測されていた便益のうち何がしかの実現可能性は不確定的ということがはっきりし

てくる。想定されるアウトカムは， NPV(純現在価）及び実現可能性に応じて次の 4ケ

ースに整理される。

NPV 可能性 予想便益額

1 £1,000万 0.2 £200万

2 £2,000万 0.4 £800万

3 £3,000万 0.3 £900万

4 £4,000万 0.1 £400万

想定便益額 £2,300万

このプロジェクト実施のために必要な費用は，想定便益額を 1,500万ポンドとして厳

格に見積もった結果 1,200'"'-'1,700万ポンドであった。

したがって，純便益見込み額は 800万ポンドとなる。

5.67 このような検討に当たって意思決定体系図が役立つ。ある事象の後にはある特定の

事象が起きるといった事象連鎖の状況を評価する際，このフローチャートに数値を人れ

て医式化してみると分かりやすく，この図式化はより複雑な状況で見積り額を算定する

際に活用できる。例えば将来の道路利用交通量がどの位になるかは，今後の石油価格

の推移いかんで変化するだろう。意思決定体系図を用いることにより，違ったシナリオ

を分析することが可能となる。
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BOX 14 : 意思決定体系図の例

リスク 1
可能性： 0.7 
コスト： £10

リスク2
-----------------――’ riJ有尼性：0.8 
コスト： £20

発生
^~ 

~ 

発生せず

可能性-----------
0.7 X 0.8=0.56 

0.7 X 0.2=0.14 

コスト・----------------
£10+£20=£30 

£10+£0=£10 

＼リスク2 発生 可能性 コスト

発生せず 冒：三ず1二：げ。61! 闊：悶~~20
総想定価額=(0.56 X 30)+(0.14 X 10)+(0.24 X 20)+(0.06 XO)=£23 

不確実性の評価

5.68 リスクの想定価額は選択肢間のリスク度合いの理解に向けた最初の手がかりとし

て役立つ。しかし，いかに将来のリスクを厳密に把握し分析しても，本質的に将来とい

うものが不確実性を内包していることには変わりはない。したがって，将来の不確実性

がいくつかある選択肢の中からどれを選択するかということに与える影響を検討する

ことが爪要である。

感度分析

5.69 感度分析は事前評価にとって韮本的なことである。これはある選択肢が避け難い

将来の不確実性に対しどの程度脆いかを測るための方法である。見掛け卜¢の正確さとい

うのは避けなくてはならない。基本的な可変要素の変化に伴って想定評価額が変動した

場合，既に出されている結論がどう変わるかということを考えることが重要である。感

度分析の必要性を常に念頭におくことが必要で，実際これが不要と認められるのは極め

て例外的な場合のみである。

5.70 感度分析により算定された価額変化は，変数の変化により便益の場合どれだけ減少

するか，費用の場合はどれだけ間大するかということを示すことによって，ある選択肢

が採択するに値しないことを明らかにする。これはある計画案を先に進めるべきかを

決定するに当たって，非常に重要な情報であると考えるべきであり，事前評価の不可欠

な部分といえる。

5.71 事前評価にとって本質的に不確実でかつ基本的と思われる変数の例としては、実質

賃金の伸び，歳入見通し，需要，価格，あるいはリスク転移仮説等がある。事前になさ
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れた固定費，段階費，変動費及び準変動費ごとの分析は計画案の費用合計の感度を理解

する上で役立つ。

BOX 15 : 感度分析の例

祈しい ITシステムの価格は 100万ポンドで，これを導人することによって

10ヵ年にわたり毎年 15万ポンドの人件費が節減できる。割引率 3.5%とする

と，このシステム導入による費用及び便益の NPV(現在価）は 24万7,000ポン

ドである。

つまり，新しい ITシステムの導人によって， 1人当たり人件費£10,000/年

の職員 15人を削減出来ることになる。

ここで考えられる感度分析は次のようなものである。もし新ITシステムを導

人しても 10人しか職員数を削減出来なかった場合はどうなるのか？この場合

は，人件費削減は毎年 10万ポンドとなり， NPVは 16万8,000ポンドのマイ

ナスとなる。

シナリオ

5.72 選択肢が将来の不確実性によりどのような影響を受けるかを検討するにあたり，シ

ナリオ分析も有効である。シナリオについては，その計画案の成否を左右するt要な技

術的，経済的及び政治的不確実性に注意して選定しなくてはならない。そしてシナリオ

はバランスの取れたものでなくてはならない。中小規模のプロジェクトの場合，‘もし

そうでなかったら，どうなるのか＇という簡単な質問という形で行われよう。しかし，

てt要プロジェクトや大規模なプグラムの場合には，世界的スケールでの将来像に関する
詳細なモデルを作成することも必要である。シナリオ節に NPV見込み額が算定される。

場合によってはシナリオの中で感度分析を行うことも必要になろう。

BOX 16 : シナリオの例

先に見たBOX13によると純便益額なしの可能性は20%である（アウトカム

1)。純便益額 NPVが 1,500万ポンド程度ないしそれ以上の可能性は 40%

である（アウトカム 3,4)。このプロジェクトは先に進めるべきか？ここで，

もっと確実なアウトカムをもたらす政策はないのか？といったような検討

がさらになされなくてはならない。これは重要な政策分野なのか？

・38。



モンテカルロ分析

5.73 モンテカルロ分析というのは，様々なリスクについて範囲と同時に金額を一体的に

把握するリスク・モデリングの方法である。この方法はpJ変的でかつ有意な不確実性が

いくつもある場合便利であるが，この方法を適切に用いるためには特にリスクのそれ

ぞれが別々なものでなく相ffに絡み合っている場合には，専門家のアドバイスを受ける

ことが不可欠である。モンテカルロ法に着手する前あるいは委託する前に，どのように

データをモデルに打ち込むか，結果はどのような形で示されるか，分析結果によって決

定にどのような影響が及ぶかといった点について理解しておくことが望ましい。モンテ

カルロ分析の実例は付属 4にぶされている。

リスク及び不確実性の予防と軽減

5.74 リスクの明確化と分析，想定評価額の推定及び選択肢の内包する不確実性の程度の

評価が終わったら，事前評価実施者は引続いてリスクと不確実性の予防及び軽減のため

の戦略を調べることが必要である。その際，次の諸点に留意しなくてはならない。

□ 早期コンサルティング：

□ 取り消し不可能な決定の回避；

□ 事前調査の実施；

D 当初から柔軟性を織込む；

□ 予防措懺の採用；

□ 契約を通じてのリスク転嫁（例えば保険）：

□ よりリスク度の低い選択肢の開発（例えば，最先端技術利用の［い）避）：

D 他の選択肢の復応または開発；または

ロ リスク度が闘過ぎるプロジェクトの中止

5.75 着手前あるいは着手後において取り得る緩和策について詳しくは付属 4を参照され

たし％

金額評価の難しい費用及び便益の検討

5.76 いまだ金額評価されていない費用及び便益についても串前評価をしなくてはならな

い。たとえ，金額表ホで評価することが難しいものであっても無視されるべきではない。

事前評価では，全ての費用及び便益についてはっきりと記述しなくてはならず， pJ能か

つ意味がある限り数量化しなくてはならない。

5.77 どのような尺度で測ることが唱f良いか決定するための研究が必要となろう。金額

評価に代わる最善な定贔化力法が検討されなくてはならない CBOXl7)。 1例を挙げれ

・39・ 



響を示し，かつこれらの影響の多様性を示すために少なくとも 1つ以上の測定法を用い

ることが必要であろう。例えば，騒音レベルを示す指標として音の大きさ，音の長さ，

音の変動性といったものがある。このような場合における各種指標を適用する方法等に

ついては付属 2に示されている。

BOX17 : 非金額的定量化の例：設計の質に関する指標

設計品質指標 (DesignQuality Indicator。DQI)というのは，建造物の設計の質

を評価する方法で，建造物の建設や利用に関係する人々ーー建造物利用者や

訪問者，設計依頼者，設計者，計画立案者，建設業者，建設後の環境管理者等々

ー の利用に供される。

DQIはプロジェクトのいかなる段階，つまり建設概要書作成から設計プロポー

ザルの評価，建設工事中，竣工後までのいかなる段階ででも，その建造物に対

する品質上の目標を満たしているかというチェックを行うに当たって利用出来

る。

5. 78 金額化されない費用と便益を比較する手法で最も一般的なのは加重評点法

(weighting and scoring)あるいは多基準分析(multi-criteriaanalysis)とよばれる方法で

ある。加重評点法ではまず各基準項目に加重するウェイトを割り振り，しかる後にこれ

らの基準項目に各選択肢がどの位達しているか評点をつける。そして選択肢ごとにこれ

らの評点を合計し，その結果で各選択肢に順番をつけるのである。もっと簡単な方法と

して，達成すべき基準項目('必須達成要素(criticalsuccess factor)'ともいわれる）を

リストアップし，選択肢についてこれを満たすか否かという評価を行う方法がある。

5.79 実際には関係者には重要と考えられている各基準項目へ割り振られるウェイトは

専門家によって決められはておらず，ステークホルダーや意思決定者の判断が入り込む

ことは避けようがない。つまり，将来想定される便益を享受するとみなされる人々によ

って，より金のかかる解決策を選ぶ方向ヘウェイト付けがなされる危険がある。このよ

うな危険を抑制するために，金のかかる解決策を拒む立場の人物が最低 1人含まれてい

ることが必要である。さらに，この種の分析を実施する際避けるべき落し穴がいくつか

ある。これらについては，多基準分析に関する説明書を参照されたい。
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BOX 18加重評点法の例

祈研修プログラムの導入及びその他の行政目的のために，新しい ITシステムの導人が

求められている。予算は90万ポンドが確保されている。プロジェクトチームは新シ

ステムに求められる金額評価が難しい関連便益について管理者や職員と協議して，評

価に際して用いられるべきウェイト案をとりまとめプロジェクト委員会に提出し，認

められた。この例では，便益としては次に示した 2つしか挙げられていない。

便益

SMART管理のための情報提供能力

利用し易さ：データ入力及び画面操作の容易さ

ウェィト

1 0 

2 0 

(SMARTについては， 4.4参照）

それぞれ別々のシステムに基づく 3つの選択肢が事前評価の対象とされた。プロジェ

クトの利用者グループの各メンバーはシステムの利用し易さに，管理者達はシステム

の情報提供能力にそれぞれ評点をつけた。評点の結果は平均され，次のとおりであっ

た。

管理情報提供 利用し易さ

リスク及び楽観論調整済み費用

選択肢A:100万ポンド

選択肢 B: 80万ポンド

選択肢 C: 60万ポンド

加菫評点結果

選択肢A

選択肢 B

選択肢 C

6

6

8

 

8

5

4

 

0

0

0

 

2

6

6

 

2

1

1

 

選択肢Aが220と最高の評点を得たが，費用は選択肢Bより 25%,選択肢Cよりは67%

も多く，確保済み予算を 11%も上回っている。これは許容されることだろうか？

さらに分析した結果，利用し易さによる労働時間節減効果は，利用し易さで最も高い評価

を受けた選択肢 A の費用は，選択肢C の費用の約 67%増しであった。一方，選択肢C が—→

番高い評価を得ている追加的管理情報については，一般的な改善効果以上のものは具体的

にボされなかった。選択肢Aは新しい管理情報ツールとして利用できるという柔軟性を備

えている。これは後になって，考えられている新研修プログラムとは別のより小規模な業

務の一部として利用できると考えられた。

これらを踏まえて，頂オ政担当局長は選択肢Aの採択を決定した。
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第 6章解決策の策定と実行

序論

6.1 費用，便益，リスクの全てについてその特定と説明，費用・便益分析，可能ならばこ

れらの価額評価，感度分析及びシナリオ分析によるテストが終わったら，最善の選択肢

の選択が行われなくてはならない。この段階では透明性を確保することが重要である。

選択の透明性を確保することにより，どのような根拠に基づいて選択がなされたかがは

っきりする。意思決定に当たり，様々な分析で示されたところを超えた判断が常に必要

となるが，このような場合，以下のガイドラインによるべきである。

6.2 ある選択肢が選ばれたならばその実施について具体的な解決策が綿密に練られなく

てはならない。この段階で専門家のコンサルテーションを行うことが大切である。計画

案の実行のためには，民間セクターの関わり，調達物資の選定及び調達手続き，プログ

ラム及びプロジェクトの進行管理手順といったことについて更なる検討が必要となろう。

最善の選択肢の選定

決定のためのガイドライン

6.3 費用・便益分析が完全に実施されたならば，リスク調整後の NPV(純現在価）が最

も高いものが最善の選択肢といえよう。全ての費用，便益及びリスクが正しく評価され

ればされるほど，このガイドラインはさらに的確に適用出来る。費用・効果分析では，

費用の純現在価評価額が最も低い選択肢が最善である。ここで改めて，費用見積もりは

可能な限り正確かつ信頼度の高いものでなくてはならないといいたい。

6.4 財政的日限がある場合には，便益が最大になるように計画を組合せることを考えるべ

きである。 NPVの費用（財政上の制限額以内）に対する比率は，計両を組合せて最善の

解決策を策定するに当たって有益な指標となりうる。

BOX 19 : プロジェクト選定の例

次の事例の投資額，想定純便益額について検討する。

初期投資額 想定純便益額(NVP)

計画 A 1,000万ポンド 400万ポンド

計画 B 600万ポンド 300万ポンド

計画 C 400 hポンド 300万ポンド
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(a) もし予算が 1,000万ポンド未満に抑えられているとすれば， A案の想定純便

益額(NPV)自体は最も大きいが，投資効率はB案及びC案の方がA案より

高い。

(b)もし A, B, C 3案の要素が，予算制約条件ドで，より高い便益をもたらすよ

う組み合せることが可能ならば，そのような組み合わせを研究すべきである。

6.5 リスクが重要な意味を持つ選択の場合，違った選択肢決定基準を適用することが出来

る。最大収益(maximum-return)'甚準がまず考えられるべき力法である。この方法は

リスクを最大限避ける選択方法で，想定される条件のうち最悪のケースが起きたとして

もそれによるマイナス効果を最小限にとどめる選択肢を選択しようという方法である。

BOX 20: 最大収益基準の例

2種類の行政サービスについて，相互に排他的な案が検討されている。異なる市場条件下

での2案の NPVは次のとおりである。

需要が弱い 想定評価額 需要が強い

サービス A 100万ポンド 120万ポンド 160万ポンド

サービス B 10万ポンド 125 Jjポンド 200万ポンド

サービス Aは市場条件が悪い状況下で 100万ポンドと大きな収益をもたらし，最大収益

基準に照らし優れている。

6.6 実際には，これら以外の要素が最適選択肢の選定に影響することもあろう。特に金額

表示の困難な費用及び便益を考慮した場合にそうである。同じ基準での選択肢間の比較

には加爪評点法が有効である。もっともこの場合，評価結果は金額で示されないので，

判定はりnm評点法の結果と費用・便益分析または費用・効率分析の結果を比較して行う
ことが必要である。これら 2種の分析は相互補完的なものと考えるべきである。また最

終結論を導き出す前にさらに分析する必要が出てくることもあろう。意思決定過程に加

重評点法をどう活用するかということについて，付属2でさらに詳しく説明している。

金額評価された効果と金額評価されない効果の間の優劣を判定する際に，ステークホル

ダーの全面的参加を得ることが極めて重要である。
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6.7 評価は結果に委ねるということが良くあるが，この種の評価ははっきりと特定し分析

される必要がある。

BOX21: 最良選択肢選定の例

便益額を考慮した結果， 2つの選択肢が検討対象となった。それぞれ純費用（現

在価評価）は 100万ポンドと 300万ポンドである。決定権者が 300万ポンドプロ

ジェクトを選定するためには，このプロジェクトの非金額評価便益が 200万ポン

ド以上あると判定しなくてはならないだろう。

決定すべき立場にある者は、非金額評価便益が 200万ポンド以上あるという判断

は合理的か否かを判定しなくてはならない。この判定に当たっては，次のような

いくつかの点について検討することが役立とう。本当に 200万ポンドの価値があ

るのかを評価するのに役立つ単位価額を引出せるような非金額表示便益の測定単

位はあるだろうか？この種の便益の価額を推定した事例はあるだろうか?200万

ポンドを振向けるもっと有益な使途はあるか？ステークホルダーは一体どう考え

るだろうか？そして重要なことはこれに代わり得る 200万ポンドの振向け先の

ステークホルダーはどう考えるだろうか？ということである。

6.8 '投資回収期間(payback period)'が決定基準として用いられることがある。しか

し投資回収期間という考えは，時とともに評価額が変わること、計画の多面的影響を無

視しているといった欠点があり，通常は決定基準としては用いるべきではない。

6.9 同様に，‘内部収益率(internalrate of return。IRR)'も決定基準としては用いるべ

きでない。これは基準としては NPVに極めて似ているが，状況によっては違った（そ

して誤った）答えを出すことがある。例えば， IRRはNPVとは違って，相互排他的な

プロジェクトの顛位付けを行える。

財政負担力，資金確保，キャッシュフロー

6.10 選択肢を開発しあるいは選定するに当たり，それらの選択肢についての資金負担カ

を常に考慮することが必要である。事前評価は，経済的費用や便益の分析に加えて，少

なくとも1要な選択肢について財政に関する 3つの計算書を添付することが必要である。

D 財政計算書(budgetstatement) : これは資源見積もり及び予算編成原則 (resource

accounting and budgeting (RAB) principles)に基づいて作成されなくてはならず，

その計画案の実施期間を通じた必要資源量を明示することが必要である。重要な事

業については大体の場合、先行き何年にもわたる組織全体としての財政報告書の中
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に含まれるだろう。

□ キャッシュフロー計算書 (cashflowstatement) : 主要選択肢について次の段階へ検

討が進むことになった場合，振り向けられることになる追加的キャッシュ額をぷす。

口 資金調達計算書(fundingstatement) : 国内省庁，事業提携柑手（パートナー），あ

るいは外国組織のうちどこが必要な資源（場合によってはキャッシュ）を提供するか

を示すことが必要である。

6.11 リスクや不確実性に備えて，これらが現実化したときに必要な財源が確保できるよ

う，手筈を整えておくことも必要である。

BOX 22 : 諸費用間の差異の例

A省の職員 1,000人に影響するあるプロジェクトについて，新プロジェクト

チーム設憤のために追加的な 10人が必要で，さらに非公式にB省からA省に

15人を 6ヶ月間臨時に配置換えすることが必要である。 B省はプロジェクト

に伴い必要となる追加的キャッシュフローの半分を負担することにも合意し

ている。

□ 追加的キャッシュフローとしては，新たに必要となるプロジェクトチー

ム 10人を雇うための費用が必要となる。

D この計画案の経済的コストは，上記の追加人員 10人に係るキャッシュフ

ロー，影響を受けるA省職員 1,000人に係る費用（例えば時間外手当

等）及び 15人のB省からA省への配置換えに伴う費用である。

口 資金調達計画概要書に， B省が必要となる追加的現金支出の半分を負担

すると明記されよう。

D A, B両省は，配償換えが 15人の人事記録簿の記録に影響するか，省の

予算にどのような影響を及ぼす可能性があるかという点の検討を要しよ

う。

解決策の開発

序論

6.12 選定された最善の選択肢が，具体的解決策をまとめ上げる前にさらに改良を必要と

するということがある。選択肢同上が完全に相圧排他的ということはめったにない。し

たがって，他の選択肢の優れたところを見つけ出して，首位に位置づけられている選択
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肢に取り込むことは有益なことである。

専門家等とのコンサルテーション

6.13 この段階でなるべく早く，公式，非公式を間わず，外部の専門家や影響を受ける者

とのコンサルテーションを行うことが極めて大切である。

6.14 プロジェクトに関する専門家等とのコンサルテーションは通常， 上位ランクの 1

ないし 2の計画ついて行われるだろう。しかし，広い範囲に影響を及す政策計画案やプ

ログラムat圃についての専門家等とのコンサルテーションは，もっと早い段階で，かつ
もっと沢山の選択肢なり代替策を対象として行うことを常とすべきである。

6.15 事前評価の一環として，計画案によって影響を受ける者は誰かということを分析す

ることは，コンサルテーションすべき相手は誰かを決めたり，コンサルテーションの持

ち方について詳しく検討する際に非常に役立つ。この場合，設定されている主要な仮定

条件，選択肢及び実行上の間題点に重点を置くことが必要である。専門家等とのコンサ

ルテーションの持ち方についての訓練は，以下のような，内閣官房が策定した最善の実

施指針に沿って策定される必要がある。

ロ コンサルテーションは最も適切な方法で行われるべきである。書面調査は政策やプ
ロジェクトに関する考えを調査するための最善の方法とはいえないだろう。関心を

持つ団体との会議や利用者調査等の方法もある。

ロ コンサルテーションは，電子的手法を活用する等容易に回答できる方法で行う。

□ 法令上の義務が適用されるかをチェックする。

D 十分な時間をとること。コンサルテーションは計画案策定の最初から組み込まれて

いなくてはならない。

□ 誰が，何を，どの位の時間をかけて，どんな目的でコンサルテーションしているの

かをはっきりとさせておかなくてはならない。

□ 他で行われているコンサルテーション（例えば他省が実施しているコンサルテー

ション）と提携できないか検討する。

ロ コンサルテーション資料は明瞭で，簡潔で，かつ焦点を絞り込んだものでなくては
ならない。

D コンサルテーションの経過が，対象とする関係者に分かるようにすること。

□ 結果及び決定理由について必ず人々に説明すること。
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民間セクターの関わり

6.16 民間セクターの関わりの程度は，計画案の小さな要素の委託から全面的な民営化ま

で，契約，外注， PPP(PFIを含む）と計画案が含んでいる様々な取極めの形によって

変わってくる。公共セクターとして，どのような方法が最も効率的が慎重に見極める必

要がある。中には公共セクターと民間セクターの適切な分担関係がはっきりと規定され

ている場合もある。それ以外の場合は，公共セクター，民間セクター，パートナーシッ

プといった選択肢を通じて，最も適切な方法を見出すことが必要である。

BOX 23 : 民間セクターによる供給の検討

次に列記したことが当てはまる場合は，民間セクターに委ねた方が良い結果をも

たらすと思われる。

D コストを削減する，あるいは観察可能なアウトカムを増大するようなイノベーション；

□ 第二者への売却により追加歳入のフローを生み出す：

ロ コスト超過あるいば史現便益不足といったリスクを低減する：

D 契約者がサービス供給規定により規模の経済を享受できる（例えば， ITサポートとか

設備保守）：

口 効果的な設計で全供用期間にわたる維持管理コスト及び，または運営コストが節減でき

る（例えば資産と組み合わせて幅広いサービスが提供される場合，あるいは様々なイ

ンプットを統合してイ本的サービスとして提供すべきとき，あるいは維持管理コスト及

び運営コストが設計の良し悪しで決定されるような場合）：

□ 絶対的基準なり顧客満足度の観点からみて品質規格がはっきりとしている；

□ 民間セクターが過度の監視あるいは臼歩なしに，プロジェクトの別々の要素をコントロ

ール可能なこと；あるいは，

□ 公共セクターと民間セクターの間に明確な境界と相l-f.疎通手段がある。

民間セクターに委ねるのが適当と思われないのは次の場合である。

□ 契約当事者の力の及ばぬ要因でプロジェクトの実現可能性が危うくなる可能性がある

場合（そして，このようなリスクをプロジェクトから契約によって切り離すことが+r:iJ 

能な場合）；

□ 公共セクターの方が対処しやすい大きなリスクがあるとき：
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□ サービスの質を決めるに当たって輻広い裁量権が必要な場合，及びその質が監視しにく

い場合；あるいは，

□ プロジェクトの価値に比較して入札コストが大きな場合（入札コスト削滅方法があると

しても）。

取引契約

6.17 通常，事前評価は推計値を用いて行われる。この推計値は見積もった費用あるいは

便益の発生前に予測したものである。事前に行われた推計はいかに良くなされたといっ

ても，プロジェクトが一旦着手されると正しかったか正しくなかったかはっきりする。

適切に行われなかった事前評価ほど，費用または便益の推計額と実績との間に大きな差

を生ずるだろう。

6.18 様々な方法で公共セクターからリスクを他へ移転することによって，調達当局は費

用及び便益に関する一定のリスクを操作し，緩和することが出来る。例えば，伝統的な

契約ではなかったことであるが，典型的な PFI契約では資本コストが調達当局の見積額

を超えるというリスクを PFIパートナーの負担に移転するのである。同様に支払いにつ

いても契約により，厳密に定義された便益の引渡しをまって支払いが行われることにな

っている。つまり調達当局は， 付定の便益の引渡しを受けた後にそれ見合いの費用を支

払えばよいことになっているのである。

6.19 公共セクター当局が，費用と便益の実績値が事前に推計した費用及び便益の額とほ

とんど同じはずとどの程度確信出来るかは，次の 2点次第である。

口 費用及び便益の推計から契約締結までの期間の長さ；及び，

口 採択された調達力法。

6.20 後者の調達方法に関して，例えば費用は契約により固定され，建設工事の進捗につ

れ定の節目ごとに支払われることになっているが，実際には費用がこの契約でセット

された費用の額を超えることがあろう。この契約でセットされた費用の額というのは，

契約で規定された便益，アウトカムあるいは契約上のアウトプットが引渡されたときそ

の程度に応じて支払われる金額である。実際に必要とした費用の額が契約金額を上回っ

たとしても，その部分はそもそも支払い対象になり得ないのである。様々な調達方法を

比較することは，違った契約条件がコスト負担や想定した便益水準の実現の見込に与え

る影響を考慮するために必要である。
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調達プロセス

6.21 OGCが作成した調達方法に関する詳しい解説書が人手可能である。この解説昌は調

達プロセスの各段階でどう契約したらよいかを説明している。もし民間セクターが関係

する場合には，人札案内の前に計画案について詳しい説明がなされなくてはならない。

買上げ調達の場合，欧州委員会指令及び英国内法令の規定により充足をすべしとされて

いる条件が沢山ある。

6.22 これら EU指令や国内法令が求めている事項は，このグリーンブックで説明してい

ることを上回っているものが多いが，いかなる場合でもこれらの規定するところに従い

資料を作成しなくてはならない。専門家のアドバイスは各省庁の調達担当部局あるいは

OGC, PPPまたはPFIプロジェクトに関してはパートナーシップUKから得られる。

OGCはパートナー協定の説明書も提供している。

実施

6.23 計画案は，プロジェクトを進めるべきか否かの決定を下せるよう，事前評価終了後

の政策の施行廿ま十分に練られたものでなくてはならない。そうすれば，後に行われる期

中・事後評価も満足のいくものが出来ることになる。実施期間を通じて履行過程をトレ

ース及び測定して，後に行われる分析のためにデータを記録することが重要である。

プログラム及びプロジェクトの管理

6.24 経済的に妥当でかつ財政的にも裏づけられた計画案も，実際に実施されなければな

んらの価値もない。少なくともかなりの額の財政支出が決められる前に計画案の実施に

ついても，計画案の現実性， リスク管理の可能性，そして便益の実現可能性を確認する

ために行われる事前評価の一部として扱われるべきである。事前評価のこういった側面

は費用・ 便益分析を繰り返すことによって進化する。

6.25 プログラム管理は，計画案の実行に関して組織内部の変更について定義し，実施す

るための組織化された枠組みである。プログラム管理によって，戦略的に重要な便益達

成の権限をプロジェクトのポートフォリオの管理を通じて組織に与え，業務戦略や決断

を行うための枠組みが整えられるのである。大規模なプログラムはすべからくプログラ

ム管理の方法を明確に理解していなくてはならない。

6.26 プロジェクト管理については， PRINCE2のような広く認められたプロジェクト管

理手法を用いて、合意を得た方法で行われることが必要である。 PRINCE2は簡単に言

1なお，ここで実施(implementation)というのは事前評価終了後政策を施行するまで，

あるいはプログラムないしプロジェクトを完rするまでの間に必要な行為をさしている。
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えば，任務と責任及びその任務の完了期限を特定し，任務遂行の節H及び作業の基準進

度表を作成することである（しばしば，ガントチャート(Ganntcharts)の形をとる）。店

準進度表に対する実際の任務遂行度合いが定期的に報告され，両者の比較分析結果が任

務遂行の場にフィードバックされるのである。プロジェクト管理の手引きは OGCより

人手出来る。建設プロジェクトの管理に限定した手ijlきも OGCと財務省によって作成

されており，入手Pf能である。

実績の管理と測定

6.27 実績管理は，政策やプログラムないしプロジェクトのH標達成や期待便益の確保と

いった成功の軌跡を跡付けることといえる。実績管理には，実施期間全体を通じた財政

管理政策及びプログラムないしプロジェクトのアウトカムに関連したデータを事前評

価及び期中・事後評価のために，システマティックに収集することを含んでいる。

6.28 実績管理によって， H標はどの程度達成されているか，今後起こり得る問題につい

ての早目の警告，成功を確実にするための政策やプログラムまたはプロジェクトの手直

しの必要が生ずる可能性といったf要な情報がもたらされる。モニタリングによっても

期中・事後評価のための情報がもたらされる。しかし，十分効果的なモニタリングを行

うためにはモニタリングが政策やプログラムないしプロジェクトの当初計画の一部と

して位置づけられていなくてはならない。

6.29 効率的な実績測定及びモニタリングとは，あらゆるカテゴリーの使益について追跡

すること及び次の諸点を確保することを意味する。

□ プロジェクトの達成目標とする便益及びアウトプットが明確であること；

□ サI渡された便益の所tf権はプログラム管理者の手冗にあること；

□ プロジェクトまたは政策のアウトプットは政府目標の変化と整合していること：

D 達成目標及び達成された便益は測定され，報告及され，伝達されること；

□ 費用は厳密に調べられ，管理されること：及び，

□ 費用及び便益の f測は頻繁に点検されること。

6.30 モニタリングシステムは次の点を明確にしなくてはならない。

□ 管理L-.のデータは，測定の目的とすることについて実際に測定したものであるかど

うか：及び，

ロ それらのデータの正確さを確認するために l分分なコントロール下に岡くこと。

財政報告

6.31 政策，プログラム及びプロジェクトに関する財政報告は定期的になされなくてはな

らない。この報告は多分その組織の通常の定期的財務報告の•環として扱われ，それ単
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独で公表されるか，あるいは計画や便益， リスクに照らし合わせた進捗状況報告と一緒

に公表されるだろう。

6.32 財政報告ではある時点までの支出状況，当該年度の支出見込み，そして予算との乖

離が示されるだろう。大きな複雑なプロジェクトの場合，財政状況の報告は契約相手か

らの定期的な‘仕掛品(workin progress)' 報告に店づく契約管理の骨I足となろう。

便益実現管理

6.33 便益実現管理(benefitsrealization management)というのは，想定される便益，これら便

益の計画化，モデル化，跡付け，貞任と権限の分担及びこれらの実態を特定することで

ある。多くの場合，便益実現管理は日々のプロジェクト管理とは切り離された独自の任

務として遂行されなくてはならない。

6.34 便益は通常以下の 4つのカテゴリーに区分される。

BOX 24: 便益のカテゴリー

区 ノ刀‘ 例

財政的便益 ：量的 運営コストの減少，収入の増加

非財政的便益 ：量的 顧客からの苦情件数，交通事故の減

少，オンライン化省庁の比率

非財政的便益 ：量的 職員の技能，職員の士気

アウトカム ：量的及び質的 健康管理の平均状態の向上

6.35 財政的にどれだけ節約でき，財源を他の使途にどれだけ振り向けられるかを特定す

ることも有益なことである。

契約管理

6.36 契約が提ポされた場合，契約で規定されている柑hの役割及び責任が完全に理解さ

れ，契約標準に完全に適っていることを確認することがt要である。実現されるであろう

便益は契約t:の条件や契約に盛り込まれた何らかのインセンティブによって影響されるだ

ろう。もし契約標準を満たしていない場合は，契約当事者である公共体は契約で規定され

ている手続きに従って，不十分な部分を改正すべきである。契約を巡る争いの解決に関す

る指針は OGCから人手出来る。
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第 7章期中・事後評価



第 7章期中・事後評価

暉

7.1 政策，プログラムまたはプロジェクトは，完了あるいは既定の程度に達した時点で包

括的に期中・事後評価しなければならない。大規模なプログラムや進行中のプログラム

で，連続する小規模の投資計画を伴う場合も，事後評価を実施する必要がある。

7.2 期中・事後評価は，政策，プログラムまたはプロジェクトにより得られた実際の結果

を予想した結果と比較して検討するもので，それによる教訓が意思決定プロセスに生

かされるように行われる。これにより政府の活動が常に矯正され，目標の達成や公益を

促進するのに最良の方法が反映されるようになる。

7.3 期中・事後評価は，確実な分析を行って実行するが，その実施方法は経済的事前評価

と同様の方法をとり，手段もほぼ同一のものを適用する。何が起こるかという予測では

なく，何が実際に起きたかを調査し，費用便益分析を中心的に実施する。

7.4 期中・事後評価の準備段階では，通常は概略的な計画を策定することから始め，下記

のような評価案の大枠を提示するのがよい。

〇当該評価によって解決を見出すべき問題点

D 職員およびその他の利用可能な資源

□ 暫定的な時期と費用（仮）

□ 協議すべき人

期中・事後評価のプロセス

7.5 期中・事後評価は，通常以下の順序で実施される。

1. 評価対象を正確に設定し，実績結果の測定方法を決める。

2. 反事実的比較対象として，代替的な外的状況，または代替的な管理決定を選択する。

3. 目標とした結果と実績結果を、および、選択した代替的外的状況または代替的管理決

定と実績結果を比較する。

4. その結果と提言を提示する。

5. 結果と提言を伝達し活用する。
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期中・事後評価には，管理者の率先力（時に政治的なコミットメント）や集中的な監

視が必要になる。評価が徹底して実施されるかは，政策，プログラムまたはプロジェ

クトの及ぼす影響の大きさによって異なり，また公益水準にもある程度左右される。

多額の費用を要したプロジェクトや，非常に複雑または革新的なプログラム，あるい

は将来大規模なプログラムを実施するための試験的プログラムの場合，メディアの贔

い関心を集めることもある。期中・事後評価の報告書は，適宜輻広く伝達• 発行する

こととし，今後決定を行う上で根拠となる知識ベースを拡充するように図る。

期中・事後評価対象を設定する

7.6期中・事後評価を行う活動は，明確に規定しなければならない。評価の対象としては，

プロジェクトやプログラム，政策，活動の特定の側面，または多くの活動に影響を及ぼ

す重要な共通課題などが考えられる。また，評価用に策定された試験的プログラムもこ

の中に含められる。

7.7 目標，アウトカム，アウトプットは，下記の 3つのステップで利用できるよう，でき

るだけ正確に設定して定量化する。目標，アウトカム，アウトプット，対象を区別する

ことが重要である。

7.8 アウトプットや業績の手段および対象，ならびに監視データが利用できるか，またそ

れらが目標とどう関連するかを再検討する。このような情報が不足している場合は，付

加的データに検討を加える。 J里想的には，プロジェクトに着手した時点で，データの必

要性を検討しておくとよい。

代替的な方針又は管理の決定

7.9 何と何を比較するのかについての正確な定義を，明確に規定する必要がある。複雑な

活動の結果は，事前に正確にはf測できないものである。しかし，結果がf想より良か

った，あるいは悪かったことの原因は，「外的状況」あるいは担当機関の活動に求める

ことができる。たとえば，プロジェクトの管理，仮説の没定，あるいは政策の方針など

が考えられる。

対象と結果を比較する

7.10 先にも述べたが，事前評価と期中・事後評価に用いる方法は技術的に似通っている。

両者とも，政策，プログラムまたはプロジェクトについて，可能な場合，直接的および

間接的な使益を特定し測定する。大きな違いは，期中・事後評価が実際のデータに几づ
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く傾向があるのに対し，事前評価は予測や見積りを根拠とすることである。

7.11 期中・事後評価では以ドを実施すること。

□ すでに起きたことについて， i:iJ能な場合は定量化して評価する。

D 対象結果を比較する。

□ 1つ以上の反事実条件を比穀評価する（例：異なった状況，あるいは別の管坪決定か

ら導かれた代替案の結呆）。

7.12 nJ能な場合は、活動が適用されない「制餌グループ」を比較評価に盛り込むように

する。

7.13 検吋ドにある活動が実施されなかったら何が起きていたかを通常は比較のベンチ

マークとして取り人れている。また，事前評価で検討した代替案を 1つ以 K実施した場

合，その結果を検討するのも有益である。実施の時点で有効であれば初めに事前評価

されなかった選択肢を検討してもよいことがある。

7.14 期中・事後評価では，プロジェクト，プログラムまたは政策の目標達成に関する成

功度を評価し，目標を達成したことがアウトカムにどのように貞献したかについても評

価する。目標が達成されなかった場合，なぜ達成されなかったのかを期中・事後評価に

よって確定する。

結果と提言の提示

7.15 期中・ 事後評価の結果は，以ドを要約して記載すること。

□ なぜ事前評価の予測と異なる結果になったのか。

□ 目標の達成にあたって，その活動はどのくらい効果があったか，およびその理由

□ 活動の費用効果

□ 今後の管坪や政策決定に関して，結果からポ唆されるもの

7.16 得られた結果からは， ＾般に，今後に向けた提］をまとめるべきである。これには，

プログラムに関する湖達恨行の変化，プログラムの実施，継続，修正，交換などが拷え

られる。

結果と提言を伝える

7.17 期中・事後評価の結呆と提言は，今後の意思決定に反映されるようにする。そのた

めの達成手段は，ー＾般に上屑管理部の承認を仰ぐようにする。結果を広く伝えるよう努

力し，爪要点を記した要約や，共通点をイiする複数の評価結果を総合的に扱う報告書を，
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この目的で活用するのも有益である。

7.18 評価報告書や評価に関する研究は，安全性や営利的な秘密保守義務などの点から十

分な理由がない限り，公共に属するものとしなければならない。

事前評価と評価の比較

7.19 政府の政策実行を支持するため開始時点で評価ー事前評価ーを行うことと，その活

動がどの程度成功を収めたかという評価一期中・事後評価ーを行うこととの間にある違

いを Box25に示した。

Box 25 : 事前評価と期中・事後評価の比較

事前評価 期中・事後評価

目的 活動に意義があるか，およびその 活動に意義があるか，およびその

価値についての事前評価する。 価値について期中・事後評価する。

アウトプットの活用 プロジェクトの調達，政策やプロ 以下に対するフィードバック：

グラムの策定 (a)今後の調達，プロジェクト

管理

(b)幅広い政策議論

(c) 今後のプログラム管理

適用 プロジェクト，政策プログラム プロジェクト，政策，プログラム

時期 必ず実施前 実施中（形成的， formative)

実施後（総括的， summative)

データ 予測的なもの 過去，及び現在のもの，推定的，

及び実際的なもの，反事実の推定

方法 「実施しない」という選択肢との 「実施しない」という選択肢と結

比較。 果との比較

実際の結果を，達成目標の結果及

び選択肢の結果と比較

リスクの推定評価 実際に起きた，あるいは起こらな

かったリスクの評価

分析手法 費用・便益または費用効果分析 費用・便益または費用効果分析

割引キャッシュフロー分析 割引キャッシュフロー分析

多枯準分析 多拮準分析

その他の統計的分析 その他の統計的分析一例：業績指

標の分析
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決定基準 異なる複数の選択肢について， ［じ確な几準が使用されたかの

純現在価値 (NPV)及び 検討

純現在費用 (NPC)の比較。

定量化できない場合，非定猷的要

素を含めることもある。

監査と執行 公共会計委員会 (PAC), 会,ft検 PAC, NAO, HMT, OGC Gateway 

査院 (NAO), 大蔵省 (HMT), 5, 各省の協定

財務省 (OGC)Gateways 0.1, 

各省の協定

BOX 26 : 「職業訓練の拡充」の例一期中・事後評価の質問事項

口費用や便益の予想は，どの程度実際のアウトカムに即していたか（便益の実現）。

D 対象とした訓練生グループに関して，このグループをより厳密に定義していたら，結

果は向上していただろうか。たとえば，下級労働者あるいは非熟練労働者のみを扱う

選択肢などがある。

□ 政策の実施後、職業訓練の影響について新たな情報が出されなかったか（それは目標

達成にどのくらい効果があったか）。

□ 訓練コースの修了について想定されるリスクは正当なものか，またそれは真のリスク

を過小または過大に表現していないか。

□ 制御グループー訓練を受けた人の生産性は、同様の技術を持つが訓練を受けなかった

人の生産性と比較してどうか。
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付属 1

政府介入

序論

1 付属 1では新規あるいは改正された政策，プログラムないしプロジェクトのいずれ

かを介した政府介人の論理的根拠について検討する。検討は次の 2つの側面に重点を置

いている。

口 市場及び制度運営における非効率性に対処することによる，経済的目標の達成：

□ 地方または地域の再生といったような公平性に関わる目標の達成。

経済的効率性

2 誰もが他人をより悪い状態にすることなしでは，これ以上良い状態を作れないという

状態に至ったとき，経済的効率性は達成されたという。したがって，効率性は資源の最

適配分及び最適利用を確保し，経済好況を増進する。非効率性を招く一因として，条件

次第で個人ないし企業が特別の活動を行うことにより手にする収益と社会全体にとって

の収益が異なるということがあることである。市場の失敗というのは，何らかの理由に

より市場メカニズムのみでは効率性を実現できないという状態を表現したものである。

その理由はいくつかある。以下に簡単に見ることにする。

公益

3 市場は‘公益(publicgoods)' といわれるようなある種の財なりサービスを供給し，配

分することが出来ないだろう。公益というのは利用あるいは費消されるとき‘非競合

的(non-rival)'あるいは‘非排除的(non-excludable)'なものである。

口‘非競合的’というのは，ある人がある財を消費したからといって，他の人がその

財を消費あるいは利用することを妨げないということである。例えば，きれいな

空気は非競合的財である。

D , 非排除的’というのはある公益がある 1人の消費者に入手可能になった場合，

他の誰にも等しく人手可能にするということである。例えば， mi土防衛は非排除

的財である。

4 非排除性(non・excludability)に関しては良く知られた‘ただ乗り(free・riding)'問題が

ある。これは，ある消費者が公益の供給を受けながら，誰か他の人が負担するだろうと

その対価を支払わないという問題である。これは，潜在的な供給者が手にする対価は社

会全体と負担しようと考えた金額より少なくなるだろうということを意味する。その結

果，市場を通ずる解決は社会的に最適な公益供給量に比較して少ない量しか生産されな
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いということになろう。

外部効果

5 '外部効果(externality)'とはある特定の活動の結果，他の活動にとって市場ではそ

の額が直に決められない便益あるいは費用をもたらすことである。外部効果については，

研究開発の溢出効果や環境汚染等の環境への影響が思い浮かぼう。企業というのは自ら

の費用負担を抑えるために水質汚染対策投資を見合わせるが，その結果，きれいな水を

利用している企業や個人に水質浄化のために余社な負担を強いることになる。結局，汚

染者は他人に余計な費用を強いる，言い換えれば汚染の減少はこれら他の水利用者に便

益を与えるということになる。

不完全情報

6 市場の効率的運営のためには情報が必要である。買手が財なりサービスを購人するに

当たりそれによって得られる便益の価値を判断するためにはその財またはサービスの

質についての知識が必要である。売り手，貸し手，及び投資者は買手や借り手，事業t

がどの程度信頼できるかを知っている必要がある。

7 このような情報は市場での両当事者にとって完全に人手riJ能でなくてはならない。も

し人手可能性が十全でなければ市場の失敗は必至である。これが‘情報の非対称性

(asymmetry of information)' と云われていることである。例えば，買手の知らない財

やサービスの質に関するある情報を売り手だけが持っている（逆も~;])といった状況下で

起こり易い。情報の非対称性は取引される商品の質を制限し，‘逆選択(adverse

selection)'を招く。また，契約や交渉がーカの当事者に相手方の不利となるような何ら

かの目立たない手段をとる（あるいはとらない）ようインセンティブを与えるといったこ

ともあり得る。これは‘モラルハザード＇として知られていることで，例えば保険につ

いて見られる，保険でカバーされる損害の発生を回避しあるいは抑えるための注意を怠

る一般な傾向である。

市場支配力

8 市場支配力は，市場が効率的な運営を続けていくために必要な競争が，実際にあるい

は潜在的に不十分なときに発生する。

9 操業開始コストの高さが競争相手の登場を阻み，結果として市場支配力が牛じる。こ

のような状況は，市場で競争相手に打ち勝ち自らの地位を防御するために戦略的行動を

とる組織によってさらに悪化するだろう。例えば，市場が供給能力過剰状態にある中で

投資を行うとか，あるいは市場価格が低迷（例えば，限界牛産費以ド）しているときに
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さらに低い価格で売り出す，つまり‘略師的価格形成(predatorypricing)' といわれる

ことを行い，競争相手を市場から駆逐し，しかる後に価格を引き上げるのといったこと

である。

公平性

10 政府による介人の重要な論理的根拠として公平性目的がある。介入の前に，介入によ

って是正すべき不公平がどの程度のものか，及びそのような不公平が何故存在するのか

を評価することが必要である。

11 プロジェクトの事前評価における公平性の取り扱いについては付属 5で詳説してい

る。

追加効果

12 政府介人について設定された達成目標領域でのアウトプットまたは雇用の増大とい

うことに関する成功は，通常‘追加効果＇という表現で評価される。これは， もし政府

による介入がなければ生じたであろう状態（一定の許容度を織込）との差引き結果の純影

響（グロスではない）の大きさを示すものである。追加効果は‘供給サイド＇あるいは‘構

造的＇効果ともいわれ，経済の生産能力を変えることによって生ずる。これは投人労働

量の変更か労働生産性の変化によってもたらされる。供給サイドの便益を増進する政府

介人の例としては，市場機能や経済関連諸制度の改善，能力強化，労働参加人口の堺大

がある。計画案がどのくらい供給サイドの便益を牛み出すかということは事前評価での

重要関心事項である。

13 もしある計画案が供給サイド効果をもたらすと期待するに足る根掲がなければ，政府

支出はそれに見合った民間支出の減少を招くだけだろう。これは‘クラウディング（押

出し。 crowdingout)効果＇といわれるものである。しかし，もし計画案の供給サイド

効果が肯定的とみなされれば経済厚生に及ぼす追加的純効果を測定することが必要で

あろう。この追加的純効果は追加雇用あるいは追加アウトプットからなり，事前評価に

おいて考慮すべき実質純便益の構成要素となる。

14 この種の追加的効果の見積もりに当たっては通常，政府介入によって影響を受ける生

産物市場，労働市場の分析，場合によっては資本市場の分析も必要である。例えば，特

定地域の雇用創出プログラムによる配置転換の規模、あるいは新規採用や余剰人員の大

きさが及ぼす影響を評価する際，創出される職業あるいは保護される仕事の特性につい

てその地域の労働市場の特性との関連で吟味することが必要である。政策の対象となっ

ていない他地域での類似の仕事との比較がなされなくてはならない。このような比較に

よって，‘放償(donothing)'策という方法も考えられる。つまり，もし政府介入がなけ
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れば生じたであろう状態に委ねるのである。

15 場合によっては，追加効果に関する最善の情報源は，政府決定のアウトカムにはっき

りとした利害を有する人々である。このような場合，得られる情報や予想はそれぞれ独

立しだ情報源によって確認されなくてはならない。例えばあるサービスに対する需要

の増加ということの意味するところは同寸也域についての別の予想と突き合わせ，過去

の実績と対比してみなくてはならない。几本的な変数を変えて，感度分析を行ってみる

べきである。

16 '放置＇策を展開した後に行うことは，このような異なったオプションの純効呆ない

し純便益を評価することである。この純便益はそのオプションの‘追加効果＇なのであ

る。しかし追加効果は，‘漏出(leakage)','死重 (deadweight)','置換え(displacement)',

‘代替 (substitution)'等の効果と同時に算定することが必要である。これらの効果に

ついては以下のとおりである。

口‘漏出効果＇は，介人が効果を及ぼすことを想定していた空間的地域あるいは集団

の外にもたらされる効果である。

口‘死重効果＇というのは，介入無しでも牛じたであろうアウトカムに帰する効果で

ある。その大きさは，‘最小限での実施＇事例で生じたであろうことを純追加効

果に影響を及ぼす他の要因に帰すべき効果を控除して評価することによって推計

出来る。

口‘償換え効果＇と‘代替効果＇は相 Iiに密接な関係にある。これらはプロジェクト

の便益がプロジェクト以外のアウトプットなり雇用量をどれだけ減少させたかを

示す尺度である。

17 例えば，あるプロジェクトが放っておけば国内のいずこかに散ってしまうだろう特殊

技能あるいは投資を自らのところへ引き付けるということがある。あるいは，そのプロ

ジェクトが地方のビジネスに対する支持に関わるものである場合，プロジェクトの対象

となるビジネスと対象外のビジネスとの間で資源やマーケットシェアを巡る競合が起こ

ることがある。

18 置換え効果に関して事前評価が取り上げる範囲はプロジェクトの性格如何による。雇

用の置換え効果の場合，事前評価の対象はその地方の周辺労働力市場ということになろ

-つ。

19プロジェクトによる純雇用効果や純アウトカム効果は，そのプロジェクトによる直接

的雇用効果やアウトカム効果よりかなり小さなものであろう。乗数効果を考慮に人れ，

雇用及びアウトプットの純便益の大きさや重要性に関する評価は，証拠によって裏付

けられなくてはならない。乗数測定は，プロジェクトによって付随的に創出された地
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方の経済活動に伴ってもたらされるアウトプットないし働き口についての波及効果を

算定しようというものである。乗数効果測定はどのような場合に行えばよいのかとい

うことについての手引きは， EnglishPartnerships及び RegionalDevelopment 

Agenciesで人手出来る。

政府介人の純便益額は，介人がなければ実現していたであろう総便益額（死重効果）

から他に与えたマイナス効果（介人の置換え効果を含む）を控除し，これに乗数効果

を加えたものに等しい。

20 もし国民経済の効率性の向上が見られない場合，地域的純岡換え効果によるもので

あっても地域の雇用やアウトプット効果は，事前評価において確固とした分配論的根拠を

持つものとみなされるだろう。例えば，全国的な失業率の減少に抗してでも，ある特定の

貧因地域の失業率の減少を怠図した政策というものはあり得るだろう。

21 雁用に大きな影響，例えば雇用創出，雇用保護ないし余剰人員温存等の結果によって

もたらされる影響については，その評価に当たってその地域の労働）J市場を通じた分析が

求められるのが普通である。失業の危険が迫っている人々の年齢，技能，経験について分

析し，失業者及び最近職を得た人々のそれらと比較分析することが必要である。さらに分

析は失業が生じているその地方への新規投資の可能性についても対象としなくてはなら

ない。

地域再生

22 効率I"!:や公平性に及ぼすインパクトが明確にされ論理的根拠がきちんとした地方再

生プロジェクトの事前評価及び期中・事後評価において提起される特有な問題がある。

多くの場合，これらのプロジェクトは特定の区域の再牛に狙いを定めている。もっとも，

中にはもっと広くある地域全体を対象とするものもある。

地域再生問題

23 地域ti}生に係る案を検討する際には，次の諸点についてはっきりさせなくてはならな

しlo

口 論理的根拠

以下の点を明確にする。

□ プロジェクトが想定する便益亨受者は誰か；

□ どのようなメカニズムにより彼らに便益を及ぼすのか；

□ プロジェクトの結果として想定される構造的便益は何か；及び

□ それらはどのような手段を通じて実現されるのか。
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□ 目的

地域再生プログラムの目的には，以下のうちの 1以上の改良が多分含まれるだろう。

D 労働供給及び技能；

D 牛．活の質；

□ 自然環境：及び

□ 地方のビジネス機会。

ロ アウトカム
関連する手段に関して特定されるべきである。地域再生のアウトカムには次のことを

含んでいるだろう。

□ 犯罪の減少；

□ 地域社会組織の行為能力の向上；あるいは

□ 地域の所得及び雇用の増大

□ パートナーシップ

地域社会，企業及び政府の間のパートナーシップは，地域再生プロジェクトの持続可

能性及び地域社会の福祉のために重要なことである。大体の場合，地域再生プロジェ

クトはパートナーシップを含んでおり，また既存の諸団体間の関係に何らかの影響を

多分与えるだろう。事前評価において，パートナーシップに関して何らかの記述をす

るべきであり，また可能ならば，対象地域に与えると思われる影響についても記述す

べきである。

雇用効果と再生

24 雇用問題を念頭に置いて経済に対する政府の介人がなされることがある。また雇用間

題が最重要目的であるが，介入の正当化の根拠はもっと遠大で，その目的もより幅広も

のとされる傾向がある。これは地域再牛プロジェクトに特有なことである。

25 プログラムが環境改善といったような多目的なものの場合，諸々の追加的便益（及び

関連費用）は事前評価において環境への効果と吼者に取り扱うべきである。地域再牛プ

ロジェクトの重点地域を地理的にはっきりさせることは特に地方及び全国それぞれの

レベルでの置換え効果の評価にとって重要なことである。プログラムなりプロジェクト

が重要なものである場合，特にそうである。

国の援助

26 国の援助というのは特定の企業に選択された支持を与えるために国の資源を移転す

ることである。たとえ国がある企業に与える利益が限定されたものであるとしても， ム

般的に競争を歪める、あるいは競争を歪める危険がある。 EUにおける競争の確保を目
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的に欧州委員会は，どのような援助は認められ，どのような援助は認められないかとい

うことを明確にするために欧州条約に韮づいた法令，枠組み及び判例法等の人り組んだ

規程を定めている。

27 援助の方法は様々なものがある。すなわち，補助金（あることを行うために仔えられ

る資金）や助成金 (tとして価格引きドげ等を目的に与えられる資金）の他に，減免税，

ソフトローン，民営化助長のための規定整備等である。これら様々な方法については，

国の援助として検討されている方法がEUの競争規則に合致するものであることを検討

の最初の段階から確認することが大切である。

28 さらに詳しいことは， DTI及び欧州委員会から人手出来る。
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付属 2 非市場効果の金額評価



付属 2

非市場効果の金額評価

序

1 事前評価における市場取引になじまない非商品的効果の金額評価は難しいが重要なこ

とであり，可能な限り行われることが必要である。この付属 2では非市場効果額の評価

方法を概観し，時間節約，健康上の便益，死亡者数の減少，設計の質，環境といった典

型的な例について適用例を検討する。こういったアプローチは人り組んでいるが，市場

効呆と同じくらい重要なことである。

非市場効果の評価額

2 特定された費用あるいは便益の市場価格が人手できない場合，事前評価でその金額を

算定する方法はいくつかある。それらのうち般に用いられている方法について以ドに

概観する。

支払い意識法及び（補償）受容意識法

3 よく用いられる評価方法はプロジェクトのアウトプットについての支払い意識法

(willingness to pay, WTP), あるいはアウトカムについての（補償）受容意識法

(willingness to accept, WTA)である。サービスの増加分に対して何がしかの支払いを

しても良いという意識は，サービスの増加分に対する消費者の値付け結果を反映したも

のである。消費者が支払っても良いと考える金額は，その消費者の所得水準に大きく左

右される。このため消費者の支払っても良いと考えている金額としては，令所得階層に

わたる平均値が用いられるのが普通である。

4 社会的，健康あるいは環境上の効果の金額評価については， ＾般に違った力法が用い

られる。この種の非市場的効呆を金額評価するために通常とられる力社叶ま，顕ポ選好法

(revealed preferences)あるいは表明選好法(statedpreference)を用いて危額を推論する

という方法である。

5 顕ポ選好法というのは，評価対象に似たようなものに対するあるいは関連する市場で

の消費者の振舞いを調べることによって間接的に捉えられる暗黙的価格を推測するとい

う方法である。ヘドニック価格法はこの方法の 1例である。例えば，環境上の便益の評

価額を判断するために建物価格と治安のよさや静けさといったような環境アメニティ

レベルの間の関係が分析されることになろう。この他にレクレーション価値に係る旅行

費用モデル (travelcost models), その士地の景観価値に係る無作為効用モデル(random

utility models)等がある。
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6 表明選好法というのは，特定のアウトカムに対して消費者が潜在的に考えている WTP

あるいは WTAの金額を，特別に組み立てられた質問事項及び面接調査によって顕在化

させるという方法である。表明選好法による場合，消費者の選択は，市場にない財なり

サービス全体としての評価額を対象とする不確定評価法(contingentvaluation, CV)と

これらの財やサービスの特定の機能の評価額を対象とする選択肢モデル法(choice

modelling, CM)の結果の中間にあるものである。つまり， CVは，例えば‘あなたは，

ある特定のものを手に入れるために毎年どの位までなら負担しても良いと考えます

か？’（自由回答式(open・endedformat)) とか‘あなたが，ある特定のものを手に入れ

るために毎年この位までなら負担して良いと考える金額に 1番近いのは次の金額のうち

どれですか？（支払額得も式， paymentcard format)'といった質問を通じて調査する

のである。これに対して， CMは調査対象者に列挙した選択肢を示して，その中のどれ

が1番好ましいと考えるかを調べるのである。

7 どの方法をとるかはそれぞれの事情によって，ケースバイケースで決められるもので

ある。一般的に，表明選好法はかなり信頼できるものとされており，関連情報が論理的

に推論できる場合には用いられるべきであろう。直接その財なりサービスを利用しない

人々はそれらの価値の金額評価額を推測することは出来ない。このようなとき表明選好

法が役立つのである。場合によっては，調査結果が矛盾していないかを検証するために

CVとCMを同時に実施するのが望ましいこともある。

その他の方法

8 その価値について金額データと量的データが混在している場合（多分，数量化されな

い定性的な考察も含まれていよう），これらのデータを加重評点法により違った単位に

換算することによって事前評価で用いることが出来る。この方法を用いる場合，これら

のデータに優先度をつけ，最優先事項を特定しなくてはならない。このような方法は通

常，意思決定に関係する様々な基準についての系統的な相対加重法を必要とする。一旦

多様な基準に対する評価結果が，ある金額との対比で，費用として支出に値するとか支

出を避けるべきだとかという形で明らかになると，様々なインパクトに対する陰伏的評

価額が浮かび I:がってくる。

9 便益あるいは費用を金額評価することが著しく困難な場合，その非商品的効用（例え

ば，野生生物の生息地，リクレーション施設など）の保全あるいは復元に要する費用を参

照するという方法がある。この方法ではその効用の価値を測ることは出来ないものの，

金額を示すことで，その効用が果たしてこの金額に見合うものか否かという議論を可能

とする。

10 あるインパクトについて信頼性があり，正確な金額評価額がない場合，調査を行うか

否かを決定しなくてはならない。そして，もし調査すべしということになった場合には，
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どれだけの資源を調査に充当するかを決定しなくてはならない。調査開始の決定に際し

て考慮すべき事項は次のとおりである。

□ 金額評価問題の扱いやすさ：調査によってきちんとした金額評価が行えるか：

口 調査結果は将来行われる事前評価でどの程度応用できるか；

□ 現在考慮中の判断にとって，評価額の正確さはどの程度具体的か。これは妥当と思

われる推計範囲を中心とした感応分析によって測定可能だろう；そして，

□ 現在考慮中の判断の影響度合い。もしその判断が数 10億ポンドものプログラムな

り政策に関わるものとすれば，産業活動にそれと同じ位の負担を強いることになる

だろう。このような場合，他の小規模な計画に資源を振り向けるより，その非商品

的便益（及び費用）の評価額の正確さを確実にするためにより多くの資源を調査に充

当する方が意義があるだろう。

11 ある 1つの方法で 1回だけ行った調査の結果に基づく推計について，その信頼性を評

価することは一般的に言って難しい。そのような評価結果というのは，質問に対する回

答は矛盾していたり，偏っていたり，あるいは予算の制約をほとんど考慮に入れずに評

価額を算定したりで，信頼し得ないといえよう。もし違った方法での調査とか，違った

調査員によって調査によっても同じような結果が出れば，信頼度は高まろう。

12 どのような方法を用いたとしても，結果は一定の幅を持ったものとし，さらに推定結

果を意思決定権者による妥当性の判定にかけることを薦める。便益または費用の評価額

についてはその最高値と最低値を明確に算定し，先行する決定から導き出される実質

評価額あるいは黙示的評価額と比較し，そして用いた評価方法に関するきちんとした説

明によってその限界をはっきりとさせることが必要である。

実行中の調査／妥当性の推計

13 以下の各項は，特定の非市場的費用及び便益について妥当性を備えた推計値を得るた

めに既に調査が開始されている場合についていくつかの点を説明したものである。

時間の評価

14 中央政府においては，運輸省(Departmentfor Transport。DIT)が道略計画その他の

プロジェクトの事前評価において採用している時間評価の方法は良く出来ている。この

方法では‘雇用_:I__:, 時間と‘自己＇時間（あるいは労働及び非労働時間）という 2つの

異なった評価を行っている。

15 被雇用者の時間節約（労働）の評価額は，雇用主にとっての時間の機会費用であり，雇

用tにとっての限界労働費用に等しい。限界労働費用というのは，総賃金率に社会保険，

年金といった非賃金労働コスト，その他労働時間に応じて変動するコストを加えたもの
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である。

16 運輸プロジェクト及び政策の事前評価やモデル構築に用いられている労働時間の評

価は，各運輸手段利用者の労働コストによってウェイトづけられた輸送距離に基づいて

いる。全国交通量調査(NationalTravel Survey。NTS)は国民が旅行した距離とどれ

だけの時間をかけたかという情報を所得階層別に詳細にポしていて，各運輸手段につい

て適切なウェイトを与えてくれる。新所得調査は営業車両や公共サービス申両の運転手

の推計所得を明らかにしている。非実用的ではないものの理論的には，事前評価の対象

となっているプロジェクトの受益者と思われる人々の所得に関するデータを収集するこ

とは可能である。

17 事前評価のために各種運輸手段について，非労働時間の全国平均標準評価額（時間節

約価値に等しい）を用いることは実際的方法として認められている。時間節約が料金収

入の形で把握できる場合には，プロジェクト独自の非労働時間価値を用いる方が適切だ

ろう。こういった方法は，例えば鉄道経営者がサービス向 L間題といった営業I:の判断

に際して用いられている。

18 運輸関連の事前評価では，通勤往復時間は非労働時間に含まれる。職場への通勤時間

の節約価値は，実質所得の大体半分と仮定されている。非労働時間についていえば，こ

の仮定は所得との関連で時間節約価値を増大させたり減少させたりしがちな様々なファ

クターをバランスさせている。これらは収入が増えることによるお金の限界効用の減少，

1週間当たり労働時間の長さの変化，旅行条件の質の変化といったことを内容とする。

19 時間節約価値に関しさらに追加的に検討すべき事項は次のとおり。

口 一般に乗り物に乗っている防間の節約より，歩いたり待っていたりする時間の節

約のガが高く評価される。このことは，歩いたり待っていたりする時間は乗り物

に乗っている時間の倍に評価する必要があることを示唆している。

□ 混み合った公共輸送手段に乗っている時間もより閥いウェイトを有し，その価値

は混雑度合いによって決められる。

□ 予定旅行時間と比べてどの位遅れたかという到着時間の遅れで計られる不確実性

も追加的なペナルティを課されよう。

□ 旅行時間の節約あるいは遅延がどの程度かに関係なく，時間節約効呆の 1分冴た

り評価額は孔定とすべきである。

20過去のプロジェクトないし計画案での旅行時間節約推壮価値を今回の事前評価で用い

ることは事前評価で対象としている顧客が過去のプロジェクトや計画案の顧客と詞

質でない限り，あるいは状況がかなり変わっている場合，適甘ではないだろう。たと

え新たな推叶が大変な作業を要しようといえどもである。
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健康上の便益の評価

21 健康上の効果については単に生か死かという形で質問することは滅多にない。政策分

野では，健康間題のアプローチとして違った方法が→般に用いられている。それは平均

余命（生存見込み年数を含む）の変化及び生活の質の変化を考慮した方法である。このア

プローチ方法は人生の質調整済み生涯(quality・adjustedlife year。QALY)といわれてい

る方法である。

22 EuroQol法は健康と QALYの価値を，簡単でかつ調和の取れた方法で測定するため

の方法で，欧州では健康便益を測定するために最も利用されている方法である。この方

法では，健康に関連した生ifl:にわたる生活の質のための加重値を平均余命に与える。

23 健康に関連した政府介人を比較することによって，臨床上の効果に対する様々な要因

のインパクトが浮き彫りにされる。例えば，特定の薬剤についての 1(riJ当たり投薬景と

その効果の関係の検定に先立って，その薬剤の供給対策についての評価が適正に行われ

ていることが必要である。場合によっては，例えば介人の便益が‘実物的単位(natural

unit)'で測られるような場合（例えば発病率や低血圧症の削減），事前評価はその費用

効果をベースにして行われるのが適当である。

24 健康関連のプログラムについて，そのプログラムの一部として立てられた健康増進プ

ロジェクトにまず資金を割り当てることなしに，そのプログラムに予算をつけるべき

か，あるいはその額はどの位とすべきかといったことを決めるのは難しい。非健康関

連インパクトより健康関連インパクトにウェイトを置くべきと考えられる場合も，評

価額を把握することが重要である。このための手法としては，ー＾定の健康便益に対す

る個人の WTP推計を含め様々な手法がある。--旦 WTPの結果が分かれば事前評

価実施者は介人の限界便益と限界費用を比較することがnJ能となる。

25 健康インパクトを正確に推計するための幅広いアプローチの例を BOX2.1にボす。

BOX 2.1: 大気汚染削減に伴う短期的健康便益の測定

健康インパクト評価のための 5段階アプローチ

1. 全国を 1km四方のメッシュ区分し，区分柾の年平均汚染物質濃度と人[Jを

推叶する。

2. 各区分に匪日の死亡者数や呼吸器疾患での人院患者数といった健康関連及び

公害被吉の基準となるラインを設定する。

・71・ 



3. (1)及び(2)のデータを突合せて，健康被害をもたらす汚染物質の濃度について用

量作用関数(dose-responsefunction)分析を行う。用量作用関数は汚染物質濃

度1単位当たりの健康関連アウトカムの基準ラインに対する増減率として表

される。

次の 3つがアウトプットとして得られる。

3.1 1 kmメッシュ区分ごとの現在の汚染物質関連の健康への影響。

3.2 1 kmメッシュ区分ごとの汚染物質の減少による健康便益。

3.3目標に即した政策案による， 1kmメッシュ区分ごとの汚染物質削減によ

ってもたらされる健康便益。

4. 全体としての各健康効果の件数の減少を推定するために， 上記 (3)で得ら

れた効果（これらについては用量作用関数分析が行われている）を合計する。

5. 要因別の健康への影響量を金額換算し全体としての評価額を求める。

死亡あるいは傷害防止の価値

26 ある計画案の便益が死亡または傷害の防止とする。このような便益の評価はまず

個々の死亡リスクの減少に対する WTP(支払い意思），あるいは新たな障害や引続

く危険の増大に対する受容意思 (WTA) を調べることから始まる。

27 個々人の彼ら自身あるいは家庭の生命や怪我の危険の僅かな変化に対する支払い

意思額は，防止された死亡の価値(valueof prevented fatality, VPF)を意味するも

のと考えられている。 WTO調査では般に，早過ぎる死あるいは重傷を負う可能性

の起きる確立は極めて低いものとされている。

28 英国では， VPFの測定は親族や友人の＇特別’価値やその他個人の早死防止の社

会的価値と一体として扱われている。したがって，‘彼自身の＇安全性のための‘彼

自身の'WTPに他人の安全性のための個人的 WTPを付加するということは，二重

計算するということになる。

29 防止された死亡の価値の下限は顕示選択法及び表明選択法による調査によって決

定されよう。このド限額が低いということは，安全性対策への財政負担の限度を設

定したり，安全性増大に関連したいくつかの計画案を比較するKで役立つ。

30 顕示選択法調査によって，危険度の異なる職業に対する賃金格差の程度，運輸手

段選択に当たっての価格（料金）と安全性のトレードオフ，あるいは煙警報器とか自動

車のエアバッグといったものによる危険度引下げに対する個人的な WTPが導き出

される。顕示選好法によるアプローチは質間を通じて VPFを推計するために用いる
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ことが出来る。

31 英国では，道路運輸関連での死亡リスクの削減額は死亡事故防止 1件当たり約

114.5万ポンド(2000年価格）と D汀は評価している。この推計額には WTP測定に

加えて，アウトプットの総喪失額，医療及び救急費用を含んでいる。この評価額は

1人冴たり GDPの変動に応じて見直される。

32 さらに D汀は傷宮事故についても WTPをもとにその防止効果の評価額を算定し

ている。重軽傷事故はそれぞれ別々に評価され，死亡事故の場合と同様に GDPの

変化に対応して見偵されることになっている。現在用いられている道路事故の評価

額は，重傷事故が£128,650で，軽傷事故が£9,920である(2000年価格）。道路事

故の防止効果の評価額は，これらの金額に事故処理に係る警察，保険，物的損害に

かかる費用を加えた額である。怪我による痛みや精神的苦痛に対する健康及び安全

対策庁(Healthand Safety Executive。HSE)の評価額は，一甘番軽い，報告を要しな

い事故の場合で£150となっている。

33 人々が怪我をしたり死亡する原囚や状況に無関心でないことは明らかである。例

えば，アスベスト対策案による便益の評価について， HSEは人々のガンによる死へ

の忌避意識付随的に必要となる個人的費用や医療費を考慮して，その倍額評価し

ている。

建築設計の質の評価

34 建第設計の質は公共部門の建築プロジェクトの頂要な要素であり，事前評価において

評価されなくてはならない。設計投資の費用及び便益を考慮することなく，評価対象を

建物に限定するという伝統的方法では意思決定過程を歪めることになる。優れた設計と

いうのは，常に最小の初期投資をもたらすものではないだろう。しかし，契約期間全体

を通じた評価額としては初期投資額が高目だったものが割引後の評価額で見ると最も

低コストだったということもある。

35 優れた設計のもたらす便益には次のようなことが含まれる。

□ 初期費用が競争的であること及び完成後の運営コストの節減が見込まれることに

よる費用の単純化と節約；

ロ サービス提供の環境改善によるアウトプットの増大とサービスの質向上；及び
□ 職員雇用及び勤続期間

36優れた設計が職員の勤続期間とか患者の回復時期といったような直接的な経済効果を

もたらすような場合には，費用及び便益の額を直接計算することが出来るだろう。し

かし，住民が誇りに思うこと，教育成果あるいは利用者の体験効果といったようなこ

とを直接計算することは，不可能とまではいわないまでも困難なことが多い。そのよ
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うな場合には，不確定評価法(contingentvaluation)等の方法がある。 一方，小規模な

プロジェクトにとってこの方法が複雑すぎるという場合，調査研究に枯づき比較をし

たり測定基準を設定することによって，優れた設計を見分けることが出来よう。

設計の質の評価及び説明のための詳細な手引きは以下を参照されたい。

D The砂Jueof Good Des如（優れた設計の価値）； CABE 

□ Achieving Well Des如 edSchools Through PFI (PFIを通じた優良設計

学校の実現）： CABE 

□ Better Civic Bwldings and Space (より良き公共建造物と公共空間）：

CABE 

□ Treasury Guidance Note T How to Achieve Des1gn Quality in PFI 

project (大蔵省ガイダンスノート 7: PFIプロジェクトにおいてデザイ

ンの質をいかに確保するか）：

D Improving Standard of Design in the Procurement of Public Buildings 

（公共建物の調達における設計の質の改良）， CABE/OGC

環境への影響の評価

37 環境費用及び便益の評価については，英国政府及びその出先機関による継続的支援の

もとに新たな研究が行われており，常に進化を遂げている。研究は方法論の開発と評価

額の推計の両面にわたっている。環境評価間題に関し徹底的に論じた様々な貴重な参考

資料が揃っている。以下のパラグラフは，環境への影響の定量化と金額評価に関する政

府によって実施された調査及びその定量化と金額評価についての手引きを説明したもの

である。これには，各省助成による調査も含まれている。この分野は現在関発途いこあ

ることから，政策立案に携わる人々は GreenBookのホームページを訪れ，常に最新の

情報を得るよう努められたい。

放出

38 現在温宰効果ガスの放出に対する政策効果の評価や測定に関する方法論は，これにつ

いての標準的な解説渇がない特殊な例である。温室効果ガスの放出に関するある釉の叶

画案の効果を評価するモデルはいくつかある（例えば，全国道路交通予測）。

39 温室効果ガスの放出に対する祈たな政策やプロジェクトあるいはプログラムの効呆

は，二酸化炭素換算培を白万トン単位で測定した (MtC02)炭素放出故の減少，あるい

はその増大という形でポされなくてはならない。

40 気候変化効果の定1t化が非現実的な場合，事前評価においてこの気候変化の屯欠性に
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関する定性分析とともに，この政策は放出墳を増大させるのか，あるいは減少させるの

かという点についての評価を行うことが必要である。

41 斤十pl1j案の放出効果が定情化されれば，これまでの研究により炭素による社会的拍傷費

用を例証的に箆定するための情報があり，これを用いることによりその影響を金額的に

見積もることが出来る。

気候変化の影響に対する脆弱性の評価

42 1997年、英国政府は，公共，民間の組織が自らの気候変化に対する脆弱性を評価す

ることを支援するために，英同気候インパクト計画(UKClimate Impact Programme。

UKCIP)を発足させた。UKCIPは環境・食料・農村地域省(Departmentfor Environment, 

Food, and Rural Affairs。Defra)とともに気候変化の予測及びその評価に関する最新の

情報提供を行っている。提供伯報には，気候変化によるリスクと不安定性の特定及び評

価方法の解説及び気候変化の影響評価の方法論が含まれている。

43 気候変化が特に考慮されるべき重要な政策分野には，長期汁圃及びインフラ関連投資

の事訓評価，規制的な計圃策定の枠組み，不測の事態に備えたit圃や長期的政策の枠組

み奔がある。

大気の質

44 特定の政策の大気の質に関する影孵を評価するというのは複雑な科学的な仕事であ

る。異なった排出源からの排出情を予測し，異なった場所での異なった汚染物買の集中

レベルを評価するために作られた精緻なモデルがある。各省庁及び関係政府機関は政策

を構想する際大気の質に対する影孵を与慮することが必要であろう。例えば，翡速道路

庁の道路及び橋梁設叶マニュアルは，既存または枡たな道路叶訓における道路輸送に起

囚する爪要汚染物質の排出の影評を J'測するために利用できよう。

45 大氣の質に対する影響は通常、特定排出源からの特定汚染物質の排ii¥出情の変化，及

び排出址の変化による大気汚染地域周辺の大氣の質のレベルヘの影響，あるいはこれら

の変化によって影輝を受ける nJ能性のある家庭の総数のいずれかで小される。

46 11、t細なモデル化が困難な場合の事前評価では、特定の政策によって特定汚染物質の排
出情の増減が,JIき起こされるか否かということを理論的に説明すべきである。

47 大氣の質の変化による人間の健康及び環境への影評について、要すればそれを定贔化

し金額評価するための方法論を開発するための研究が行われている。
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景観

48 景観という語でカバーされる範囲には，都市計画，歴史的な建造物や景観地域，その

他これらに類するものが含まれる。政策やプロジェクト及びプログラムが景観に与える

影臀を評価するためのガイドラインが，英国歴史遺産• 田園委員会 (EnglishHeritage 

and Countryside Commission) によって作成されている。建築学及び建造物環境委員

会(Commissionfor Architecture and the Built Environment。CABE)も解説国を刊行

している。

49 また Defraによっても景観に閃する研究は行われており、農業一環境計画との関連で

地勢等の環境的景観構成要素(EnvironmentLandscape Features。ELF)の価値評価に

関する研究が閣始されている。環境的景観構成要素モデルを構築するために不確定評価

法が援用されている。このモデルは，農業環境政策の事前評価のために便益移転手法と

して初めて作られたものである。景観構成要素として各種ヒース類の茂る硫地，野生放

牧草地，農場周縁の空地や牛姐が含まれている。そしてこのモデルによって，地域単位

でのこれらの景観要素に対する WTP推計値が得られ，またこれら要素の限界効用逓減

を推計することも出来る。

水

50 水質汚染による経済的被古額を得ることは容易ではない。汚染物質が水環境に人り込

み水質の化学的性質や生態学的状態に影響を及ぼす過程は複雑で，単純な用贔作用関数

を用いるというわけにはいかない。さらに，水質改善の便益は場所によりけりであり，

便益の総額を算定するに当たり関係住民数を確定するのは容易でなく，さらに，影響を

受ける場所あるいは水源地から遠ざかるにつれてその費用や便益に対する関心が低下し，

評価額が低くなるという‘距離の減衰(distancedecay)'効果を示す減衰関数をどう織り

込んだらよいかといった間題もある。したがって，水の評価に関する研究が常に特定の

汚染物質の‘限界被古額 (marginaldamage cost)'の推定に成功するわけではない。現

在，環境的な質の観察し得る変化の評価額算定を目指して研究が進められている。

51 水質なり水量の変化の経済的価値の推計に向けたいくつかの研究が水関係の機関・組

織で行われている。しかし，経済的価値の金額表ポに成功するまでには全っていない。

Defra, 環境省及び水供給庁(Officeof Water Services。Ofwat)によって，水質変化の環

境便益評価に関する祈たな研究が，1t画されている。

生物多様性

52 牛物多様性の便益は，これを測定し，定義し，評価することは容易でない。しかし，

もしこれらの便益が事前評価において無視されたり，低いプライオリティしか仔えられ
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53 Defra及び森林委員会は，生物多様性の評価について，方法論的なアプローチ法の開

発及び経験的な推計からの演繹といった両面にまたがる研究に予算を投じている。

騒音

54 騒音の影響を評価することは，騒音というものの性格のみでなくその影響と多さもあ

って複雑な問題である。このような困難はあるものの，騒音の発生源，その大きさや，

その性格による騒音の変化の影響を数量的に把握する試みがいくつかなされている。例

えば，新しい運輸インフラあるいは産業発展による騒音の影響は，平均デシベル (dB(A))

で測定される騒音レベルの増大または減少によって影響を受ける人日数あるいは家庭数

を用いて定量化出来る。この方法は交通規制方法の変化に伴う影響を評価する際にも利

用出来る。

55 この分野の研究は急速に進んでいて，目下の研究の関心は騒音の価値の金額評価額の

把握に置かれている。最近全欧的に行われた研究の結果，騒音の評価額が算定された。

これによると騒音の価値は 1家庭当たり年間デシベル当たり 20-30ユーロの幅で散ら

ばっていて，その中央値は 1家庭当たり年間デシベル当たり 23.5ユーロ(2001年価格）

となっている。

森林のレクレーションやアメニティ価値

56 1992年に森林委員会はレクレーション目的での森林訪問者の価値を訪問 1回当たり

£1と算定した。その後行われた北アイルランドでのレクレーションで森林を訪れるこ

との価値についての調査によると， WTPは訪問 1回当たり £0.60から £1.74に散らば

っている。このような散らばりは，森林の所在地，訪間者個人の性格や社会的・経済的

属性によるものである。もしもっと正確なデータが必要ならば，森林のレクレーション

価値を個々の森林の属性，立地場所や他の代替森林の有無及びその流域の訪問者の属性

についてもっと詳しくとらえることが必要である。しかし，幅広い推計が十分なされて

いれば 1992年の森林委員会によって示された評価額(£1/訪問）は指標として十分使

用出来よう。

57 その後森林委員会は，森林の有する非市場的価値の推計についてさらなる研究を行っ

た。この研究では，英国の森林の非市場的便益を評価する最善の方法を見出すことを目

指して既存の方法論や研究の再検討を行い， レクレーション，景観，アメニティ，生物

多様性及び炭酸同化作用による炭素取込みといった非市場的価値に関する勧告を行って

いる。

-77-



不快適さの評価

58 輸送，廃棄物処理，鉱物採掘及びこれらが一体となった活動は，その地域の住民の快

適さを蝕みかねない，望ましくない影響の増大を招く。これらの影響に関する研究はい

くつかなされているが，いずれも不快適性効果の評価研究といえ，騒音，交通渋滞，埃

っぽさ，臭気，眺望阻害といったことが対象となろう。

59 旧環境・運輸・地域省(Departmentof Environment, Transport and Region。DETR)

は不快適性を引き起こす一体的活動に対し課税すべきか，もし然りとするならばその水

準はどの位かについて研究を行った (BOX2.2)。

BOX 2.2 : DETRの研究の要約

この研究は，調査対象者の住む地域及び全国的に重要な景観地での，破砕岩石や砂

や砂利といった建築用資材の採取に係る一連の活動による環境へのマイナス効果を

回避することに対する評価額についてどの程度と考えているかを推計するために行

われた。

調査対象者は，全国 21 箇所の採石場及び砂利• 砂の採取地を選びその周辺の住民

からアトランダムに選ばれた 1万人である。調査は，その採石・採取地跡地を修復

して周辺の景観と一緒に保存し，関係労働者は新しい職につくという前提のFに，

その地域の採石場の閉鎖のために必要な資金手当のために， 5ヵ年間割増税として

どの位負担する気があるかを問うものであった。

さらに，採石場及び砂利• 砂の採取の現場から離れた 21の郵便番号地域からアト

ランダムに選ばれた 1,000人を対象に，国立公園地域（イングランド中北部のピーク

地方とイングランド北部のヨークシャ渓谷を例示）内の採石場閉鎖のためにどの位

負担する気があるかについて質問した。この調査は砕石場等の影響を直接は受けな

い人々が，採石場による環境破壊をどの程度と評価しているかを見るためのもので

ある。

この調査では，生物多様性の喪失，採石や輸送や爆破に伴う騒音，交通量や塵埃，

眺望阻害といった自然へのマイナス効果による環境影響をどの程度と評価してい

るかを聞いている。

調査結果から，採石場の早期閉鎖によって得られる環境便益に対して，全国的に，

人々がこの位なら負担する気があるという平均的な金額が推計された。これらにつ

いては，調査地の区分毎に次のとおりであった。
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推叶‘支払い意思額,; 

事例調査地

石材切出し地

砂• 砂利採集地

国立公園内採石地

推計額(£/トン）

0.34 

1.96 

10.52 

あらゆる種類の採石・採取場の閉鎖について，人々が負担しても良いと考えている

額をそれぞれの産出量に応じて加軍平均して求めた結果は，産出情 lトン当たり

£1.80であった。
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用語解説

増分(Additionality): 政府介人の結果生じた、もし政府介人がなければ牛じなかったであろ

うインパクト。

敵対的選択(AdverseSelection) : 取引当事者間で持っている情報の質• 量に格差があれば、

公正な取引が阻害される。典型的な例として、より多くの情報を有する者は有利に取引

を行えるということ。

支出可能性(Affordability): 計画案に対してキャシュフロー及び資源費用の見地からの出さ

れ得るかどうかの評価。

事前評価(Appraisal): 決定をドす前に，目標を特定し、選択肢を審査し、選択肢の費用と便

益及びリスクと不確定性を比較考量するプロセス。

評価(Assessment(s)): 事前評価また期中・事後評価（あるいは両方）。

基本事例(BaseCase) : 計画案について，リスク及び楽観的見方に対する許容額を織り込ん

だ上で、経済的観点からどの位の費用を要するか見積もった最善の結果。

選択肢モデル(ChoiceModelling) : この語は、表明選好法で示される選好範囲を包含し、経験

選択（しばしば厚生経済学に基づいていることからしばしば選好される）、仮説ランキン

グ、仮説レイティング及び比較対照を含んでいる。

仮説評価付け(Contingentvaluation) : これは直接的に、ある財なりサービスにどの位の額を

支払う気があるか、あるいはどの位の額を得られればそれを放棄する気があるかと質問

することを含んでいる。

臨時費用(Contingency): 予測しがたい状況に備えるためのキャシュまたは資源のゆとり。

費用便益分析(CostBenefit Analysis) : 計画案に係る費用と便益について，可能な限り多く

の項目について金額表示でなされる分析法。対象となる項目には市場がその経済的価値

を遥切に測定出来ないものも含む。

費用・効果分析(Cost-EffectivenessAnalysis) : 同＾または類似のアウトプットを得るための

いくつかの代替方法の費用を比較する分析法。

資本費用(Costof capital) : 資金の造成・調達に要する費用で、年利で示される。

アウトカム変動性の費用(Costof variability in outcomes) : 大部分の人は、不確実な便益に対

するより、確実な便益に対して負担意思を示す。

クラウディング・アウト(Crowdingout) : 政府の政策によって引き起こされた需要の増大が民間

セクターの需要滅退で相殺される度合い。
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死重(Deadweight): なんらの支出なしで可能であったある望ましいと考えられる活動を助長

するためになされた支出。

限界効用逓減(Diminishingmarginal utility) : 物なりサービスの追加単位による満足度が減少

することにより、これらの追加単位が役に立たなくなったり無駄になっていく傾向。

割引(Discounting): 割引率を用いて将来の費用及び便益の額を現在価に変換する方法。

割引後キャシュフロー(DiscountedCash Flow(DCF)) : 投資を事前評価する手法。全ての投資家

（個人，法人を問わず）にとって，合計金額の価値はそれがいつ受け取れるかというこ

とによって決まるという原理を反映している。

割引率(Discountrate) : 将来のポンドあるいは他の叶算単位表示の価値が、現在価値に変換

されたときどれだけ低ドするかをぷしたパーセント表示の比率。

置換え(Displacement): 政府の政策により助長された生産能力の増大が、他における牛産能

カの減少によって相殺される程度。

最小限での実施選択（肢） (Do minimum option) : 政府は必要最小限のことを実施するという選

択肢。

経済費用（機会費用） (Economic cost (or opportunity cost)) : 複数用途の中で最高価値の用

途の評価額。

経済効率(EconomicEfficiency) : 経済効率は、他の人をより悪い状態にすることなく、誰も

より良い状態になれないときに達成される。

有効性(Effectiveness): プロジェクト、プログラム、あるいは政策のH標達成度を測る尺度。

期中•事後評価(Evaluation) : フロン‘‘ェクト、プログラム、あるいは政策についてどの程度成

功したか、あるいは他の方法では出来なかったか、将来に向けて学ぶべき点は何かとい

うことについて回顧的に行う分析。‘ポリシー評価＇や‘ポスト・プロジェクト・エバリ

ュエーション＇という表現は，しばしば、政策及びプロジェクトについて同様な意味で

用いられている。

現在価値(Existencevalue) : 現世代から将来の世代の便益のためにとりIき継がれていく資産

に対し人々が付した評価額。将来の但代に便益をもたらす資産は遺産価値 (beauest

value) といわれる。使用価値 (Usevalue)参照。

想定価値(Expectedvalue) : ウエイト付けが可能な場合、変数の取りうる値の全てについて

ウエイト付けして得た加屯平均値。

外部費用または便益(Externalitycost or benefits) : 介人なり行為をなした者が負担させられ

ることなく、介人なり行為によって引き起こされた非市場的効果。
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GDPデフレーター(GDPdeflator) : 経済全般の一般的物価指数で、時価で表示された名目国

内総生産(GDP)の実質 GDPに対する比率で表される。

ヘドニック価格(Hedonicpricing) : 市場価格をその構成要素の性格ごとに分解して得られる評

価額。

情報の非対称性(informationasymmetry) : 契約当事者間で、有効な契約、あるいは公正な価

格、あるいは業績の監視やこれへの報酬等の決定に関連した保有情報に格差があること。

インパクト報告書(impactstatement) : 計画案の軍要な、可能ならば定量化されたインパクト

の全て及びそれが影響を受ける者の間でどのように分配されるかについて記述したもの。

実行(Implementation): 事前評価後の期間を通じて、政策を施行する、あるいはプログラム

またはプロジェクトを通常のサービスがもたらされる状態に達しさせ、完rするために
必要な行動。

内部収益率(internalrate of return(IRR)) : プロジェクトの現在価を 0とする割引率。

非可逆性(irreversibility): ある選択が後の投資機会を排除したとき、あるいはある資源につ

いて後のもっと重要な用途より現在使用することを選んだときを指して用いられる表現。

市場の失敗(Marketfailure) : 経済効率性の実現を妨げる市場メカニズムの欠陥。

市場価格(Marketvalue) : 市場で売り手と買手の相互作用を通じて決定され、その水準によ

って商品が売り買いされる価格。

限界効用(Marginalutility) : 消費者が財やサービス消費の僅かな増加によって得る満足感の

増加。

モンテカルロ分析(MonteCarlo analysis) : 同時に起こるいくつかの基本的インプットの不確

実性によってもたらされる結果を、これらインプット間の相互関係を考慮に人れながら

評価するための技術。

モラルハザード(MoralHazard) : 契約なり交渉が、当事者の一方に対し，もう＾方の当事者に

不利となる何か目立たない方法を取るよう（あるいは取らないよう）インセンティブを

与えるといった情報の非対称性が好例。

多基準分析(MultiCriteria Analysis) : }][]重評点法(Weightingand Scoring)を見よ。

純現在価格(NetPresent Value(NPV)) : 引続き将来生じる費用及び便益の額を割り引いたも

の。純現在価は、将来にわたる費用の額と便益の額を現在に引き直した比較結果を示す

ために用いられる。

機会費用（または経済費用）(Opportunity cost(or Economic cost)) : 各種代替用途中で最も価値

の高いものの価格。
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楽観主義的偏り(Optimismbias) : 初期貸金、運転資令、稼動期間、実現便益杖等の几本的変

数に関し過度に楽観的であるという、事前評価においてよく見られる傾向。

選択肢事前評価(Optionappraisal) : 特定のH標を達成するために採択されたいくつかの選択

肢を事前評価すること。

選択価値(Optionvalue): 通常は市場取引されていない環境的資産あるいはその他の資産を、

将来の利用のために現在利用しないでとっておくという選択の有用性の価値。利用価値

(Use value)参照。

PFl(Private Finance Initiative) : 民間資金を活用して公共施設等を整備・運‘常する仕組み。

PPP (Public Private Partnership) : 公共サービスの分野等で官民協調により、リスクを共有

して公共サーピスの提供を行う取組み。

予防原則 (Precautionaryprinciple) : 予防的行為によって感知されたリスクを緩和するとい

う概念。仮にそのリスク発現の可能性が小さなものであったとしても、アウトカムに大

きな悪影響を与えかねないことから、予防的行為は正当化されよう。

現在価(PresentValue) : 割引くことにより現在の価値で表現された将来の価値。

物価指数(Priceindex) : 中長期的な価格変動を測る尺度。 →般物価指数は輻広く様々な価格

を対象としており、 GDPデフレーターや小売物価指数 (RPI) を含む。特定の商品や商

品群については特殊な指数が用いられる。

提案または計画案(Proposal): 事前評価実施中の政策、プログラムあるいはプロジェクト

に関するアイデア。

公共部門コンパレーター(PublicSector Comparator) : PFIでの調達訓練の一部として供給者

としての公共部門によって考え出された、アウトプット仕様書に即して行われるリスク

を折込んだ仮定原価計算。これは、

純現在価格で表現され：

最近公共部門が実際に行ったアウトプットの定義方法により（公共部門が実現し

得たと合理的に想定し得る効率性を含む）；そして

この種の調達に際して起こりうる全てのリスクを考慮する。

純粋時間選好(Puretime preference) : 後でより，現在消費することを選好すること。

真正選択論(Realoption theory) : 意思決定は継起的に行われ、意思決定者は今日次蒋と思わ

れるが後の柔軟性に富んでいる選択肢を選ぶことにより、プロジェクトについてより多

くを知ればより良い意思決定につながり利益を得るだろうということを前提としている。

実質価格(Realprice) : RPIや GDPデフレーターのような一般物価指数によって、ある特

定の基準年なり基準データーに関連して、デフレートされた名H価格（即ち現金価格）。
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実質ターム(Realterms) : 特定の舟笈物価水準で表される支出額。一般物価指数で除された

現金価格あるいは支出額。

相対価格効果(Relativeprice effect) : 特定の物価指数（例えば、建築価格）の GDPデフレ

ーターのような骨笈物価指数に対する相対関係の継時的推移。

関連費用／便益(Relevantcost/benefit) : 決定によって影響され、従って検討中の計画案の目

的や範囲に関連付けられた全ての費用及び便益。

必要収益率(Requiredrate of return) : 公共部門の庇活動事業体にとっての目標平均収益率。

通常、中央政府の庇活動事業体について総投下資本の現在の原価価値に対する収益の比

率で表現される。

資源／資源費用(Resources/resourcescost) : 文脈によって様々な意味に用いられる。資源会

計学では、‘資源費用＇は実質価格で表された原価計算上の経過利子である。経済分析で

は、社会保障支出のような‘移転＇と，財なりサービスに対して支払われる‘資源費用'

を区別することがある。省庁における‘資源＇は、時によっては予算からなされる支出

を指し、時によっては職員の資質を指すことがある。

顕示選好(Revealedpreference) : 市場で取引されていないある物や事柄について、これらに

類似あるいは関連した市場での消費者の対応振りを検証することにより推論した消費者

の支払い意思。

リスク(Risk): 特定のことが起こるであろうことの確率で示された発生見込み。

リスク登録／記録(Riskregister/log): 実施計画案に関し、リスク及び不確実性の範囲を特定し、

定凧化し、評価するために有益な手段。

感度分析(Sensitivityanalysis) : 重要な変数の投影価値を変えることによって事前評価が受

ける効果の分析。

潜在価格(Shadowprice): 社会にとって、何らかの形で経済活動に参画することの機会費用。

市場で形成される現実価格が適用されない状況ドで課される価格、あるいは価格が財の

希少性を正確に反映していない価格を指す。

社会的便益(Socialbenefit) : 経済的行為によってもたらされる社会福祉の増加の総体。ある

行為を担当する機関にとっての便益とその行為の結果社会に自然に蓄積される便益の合

,ft。

社会的費用(Socialcost) : 社会にとっての経済活動に伴う総費用。担当機関によってある行

為をなすために費消される資源の機会費用とその行為によって社会が負うことになる追

加的費用の合計。

表明選好(Statedpreference) : 市場で取引されていないある物や事柄について、検討結果を
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受けて予め設定された様々な状況に関する質問に対する回答から導き出された消費者の

支払い意思。

代替(Substitute): 企業が、政府の助成を利用するためにあることに代えて似たような他の

こと（違った求職者を採用するといったようなこと）を行うこと。

転換点あるいは転換価値(Switchingpoint or switching value) : 進むべき最善の途についての判

断の転換（例えば、プロジェクトの承認から不承認へ、あるいはある環境便益を保護す

るための臨時支出を含めるか含めないか）の契機となる不確定費用または便益の価値。

組織的リスク(Systematicrisk) : 経済循環の動きに相関したリスクで、それだけ取り出すこ

とが出来ないリスク。

時間選好度(Timepreference rate) : 将来より現在消費すること（あるいは現在の費用なり便

益）を選好することで、年率で表される。

総計経済価値(TotalEconomic Value) : ある財の使用価値、選択価値及び存在価値の合計。

本来は環境経済学の用語。

移転支出(Transferpayment) : 見返りとしてなんらの財なりサービスを伴わない支出。

不確実性(Uncertainty):現実のアウトカムの数より発生する可能性のあるアウトカムの数の

方が多い状態で、かつ、それぞれの発生の可能性のあるアウトカムにその発生の確率を

与えることができない状態。

使用価値(Usevalue) : 市場取引されていないある物に、人々がそれを実際に利用すること

によって与えられる、その有用性の価値。現在価値 (Existencevalue)及び選択価値

(Option value)参照。

加重評点(Weightingand Scoring) : 各躾準項Hにウェイトを割振り、次に各選択肢について

ウェイトづけられた基準項目の達成度の評点をつけ、その合計点により選択肢の順位を

判定する。

（補償）受容意思(Willingnessto Accept) : ある財なりサーヒスを放棄する補償として受け収

りたいと考える金額。

支払意思(Willingnessto Pay) : ある財なりサービスを手に人れるために放稟または位担して

も良いと考える金額。
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